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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

(1) 連結経営指標等

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

売上高 (千円) 21,042,304 20,922,018 22,148,005 22,656,132 23,826,976

経常利益 (千円) 422,838 369,656 364,740 335,011 351,604

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 172,843 246,674 241,090 275,993 340,362

包括利益 (千円) 801,280 274,573 371,262 780,281 167,241

純資産額 (千円) 8,624,210 8,787,688 9,028,658 9,697,261 9,776,005

総資産額 (千円) 14,329,134 14,910,010 15,489,330 17,380,571 17,743,324

１株当たり純資産額 (円) 664.64 677.41 6,961.17 7,479.69 7,518.93

１株当たり当期純利益金額 (円) 13.47 19.01 185.86 212.84 262.55

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 60.2 58.9 58.3 55.8 54.9

自己資本利益率 (％) 2.1 2.8 2.7 2.9 3.5

株価収益率 (倍) 17.67 12.31 13.23 12.28 10.63

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △316,156 567,823 △213,314 745,301 △68,366

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △116,368 △459,482 △474,366 222,783 119,415

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △76,118 △128,062 △180,248 △219,493 △205,430

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 1,767,738 1,734,500 848,720 1,605,111 1,442,900

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
105 156 164 159 161
(31) (56) (60) (57) (56)

 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３．第90期の従業員数の大幅な増加は、キョーワ株式会社が連結子会社となったことによるものでありま

す。

４．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第91期の期首に当該

株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第93期

の期首から適用しており、第92期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し

た後の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

売上高 (千円) 20,410,382 20,281,191 21,041,629 21,541,511 22,839,119

経常利益 (千円) 369,708 394,364 381,380 302,633 311,717

当期純利益 (千円) 138,925 264,366 262,460 254,924 307,109

資本金 (千円) 1,716,600 1,716,600 1,716,600 1,716,600 1,716,600

発行済株式総数 (株) 15,600,000 15,600,000 15,600,000 1,560,000 1,560,000

純資産額 (千円) 8,406,410 8,604,411 8,891,300 9,534,580 9,576,279

総資産額 (千円) 14,144,697 14,308,580 14,987,893 16,841,504 17,124,332

１株当たり純資産額 (円) 647.86 663.28 6,855.26 7,354.21 7,387.61

１株当たり配当額
(内１株当たり中間配当額)

(円)
8.50 10.00 8.50 85.00 85.00
(4.25) (4.25) (4.25) (42.50) (42.50)

１株当たり当期純利益金額 (円) 10.82 20.38 202.34 196.59 236.90

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 59.4 60.1 59.3 56.6 55.9

自己資本利益率 (％) 1.7 3.1 3.0 2.8 3.2

株価収益率 (倍) 22.00 11.48 12.16 13.30 11.78

配当性向 (％) 78.6 49.1 42.0 43.2 35.9

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
91 89 89 87 86
(20) (18) (19) (19) (22)

株主総利回り (％) 106.7 109.3 118.2 128.5 139.8
(比較指標：配当込みTOPIX) (％) (130.7) (116.5) (133.7) (154.9) (147.1)

最高株価 (円) 252 268 259
2,871
(332)

2,800

最低株価 (円) 224 218 215
2,629
(235)

2,400
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３．第90期の１株当たり配当額10.00円には、創業70周年記念配当1.50円を含んでおります。

４．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。第91期の期首に当

該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しておりま

す。

５．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

６．2017年６月28日開催の第91期定時株主総会の決議に基づき、2017年10月１日付で普通株式10株につき１

株の割合で株式併合を実施しております。第92期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記

載し、株式併合前の最高・最低株価は(　)にて記載しております。

７．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第93期

の期首から適用しており、第92期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し

た後の指標等となっております。
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２ 【沿革】
 

年月 概要

1946年７月 創業者小川悧一が京都市において、個人経営として、染料の販売を行なう三協商会を創業

1947年２月 大阪市東区（現 中央区）高麗橋において三協商会を改組し、株式会社三協商会（資本金195千円）

を設立

京都市に京都出張所を設置（1952年１月京都支店に昇格　1961年８月廃止）

1947年４月 名古屋市に名古屋出張所を設置（1952年１月名古屋支店に昇格）

1947年11月 商号を三京化成株式会社と変更

1948年８月 大阪市東区（現 中央区）北久宝寺町に本店を移転

1952年９月 浜松市に浜松出張所を設置（1955年８月浜松支店に昇格）

1957年12月 東京都に東京出張所を設置（1968年５月東京支店に昇格　1992年６月東京支社に昇格）

1958年１月 化学工業薬品の製造部門を分離して、大阪市東淀川区において子会社大同工業株式会社（現 出資

比率100％、連結子会社）を設立

1961年２月 中央理化工業株式会社（現 ジャパンコーティングレジン株式会社）に資本参加

1965年10月 静岡市に静岡出張所を設置（1980年８月静岡営業所に昇格　1993年４月浜松支店に統合）

1968年３月 倉敷市に中国出張所を設置（1980年８月山陽営業所に昇格・改称）

1968年11月 本店ビル新築完成

1969年５月 久留米市に久留米出張所を設置（1980年８月九州営業所に昇格・改称）

1970年12月 名古屋支店ビル新築完成

1977年６月 浜松支店ビル新築完成

1982年７月 日本証券業協会大阪地区協会に店頭登録銘柄として登録される

1986年11月 大阪証券取引所の市場第二部に上場

1991年４月 建材部門の物流機能を大同工業株式会社に委託

1992年６月 本店営業部を大阪支社に昇格・改称

1995年３月 東洋紡績株式会社（現 東洋紡株式会社）と共同出資（現 出資比率30％）により、香港に現地法

人、三東洋行有限公司を設立

1997年10月 三重県上野市（現 伊賀市）に大同工業株式会社を移設

2001年３月 ISO9002登録（現 ISO9001）（建装材事業部、大同工業、管理部）

2002年３月 東南アジア市場の営業拠点として、当社100％全額出資により、シンガポールに現地法人、SANKYO

KASEI SINGAPORE PTE. LTD.（現 連結子会社）を設立

2004年３月 ISO14001登録（全社）、ISO9001登録（浜松支店）

2007年５月 当社100％全額出資により、中国に現地法人、産京貿易（上海）有限公司（現 連結子会社）を設立

2010年８月 当社100％全額出資により、タイ王国に現地法人、SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD.（現 連結子

会社）を設立

2011年12月 ISO9001登録（全社）

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場

2013年12月 中央理化工業株式会社（現 ジャパンコーティングレジン株式会社）の全保有株式を三菱化学株式

会社に譲渡

2014年９月 九州営業所社屋新築完成

2015年12月 キョーワ株式会社の全株式を取得し、連結子会社とする

2016年５月 本社ビル新築完成

2018年８月 山川モールディング株式会社と共同出資（出資比率90％）により、タイ王国に現地法人、SY

RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.（現 連結子会社）を設立

2018年12月 ISO22301登録（全社）
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社（大同工業株式会社、キョーワ株式会社、SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.

LTD．、産京貿易（上海）有限公司、SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD.及びSY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.）、持

分法適用関連会社（三東洋行有限公司）の計８社で構成されております。

当社グループの事業における位置付けは、次のとおりであります。

　

［科学事業セグメント］

土木・建材資材関連、情報・輸送機器関連、日用品関連及び化学工業関連の各分野において、原料・資材となる

商品を販売しております。

 
［建装材事業セグメント］

主に住宅用部材の販売及び各種木工製品の製造販売をしております。

大同工業株式会社は、当社からの加工委託により住宅用部材の保管・仕分梱包・出荷を行っております。

キョーワ株式会社は、各種木工製品の製造販売を行っております。

　

海外取引については、海外子会社（SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. LTD．、産京貿易（上海）有限公司及びSANKYO

KASEI (THAILAND) CO.,LTD.）や海外関連会社（三東洋行有限公司）を通じて仕入・販売するほか、当社が直接、取引

先と仕入・販売を行っております。

 
事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)  千円    

大同工業株式会社 三重県伊賀市 10,000
住宅用部材の
保管・仕分梱
包・出荷

100.0

当社商品(住宅用部材)の加
工委託
当社所有建物の賃貸
役員の兼任２名

(連結子会社)  千円    

キョーワ株式会社 島根県浜田市 33,150
各種木工製品
の製造販売

100.0
当社商品の販売及び同社製
品の仕入
資金の貸付

(連結子会社)  千円    

産京貿易（上海）有限公司 中国上海市 170,000
商品の仕入・
販売

100.0

当社商品の販売及び同社商
品の仕入
資金の貸付
役員の兼任３名

(連結子会社)  千シンガポールドル    

SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール 350
商品の仕入・
販売

100.0
当社商品の販売及び同社商
品の仕入
役員の兼任１名

(連結子会社)  千タイバーツ    

SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD. タイ王国バンコク市 20,000
商品の仕入・
販売

100.0
当社商品の販売及び同社商
品の仕入
役員の兼任２名

(連結子会社)  千タイバーツ    

SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.
(注)１

タイ王国
サムットプラカーン
県

88,800
工業用ゴム製
品の製造販売

90.0
当社商品の販売及び同社製
品の仕入
役員の兼任１名

(持分法適用関連会社)  千香港ドル    

三東洋行有限公司 中国香港特別行政区 7,700
商品の仕入・
販売

30.0
当社商品の販売及び同社商
品の仕入
役員の兼任２名

 

(注) １．特定子会社であります。

２．有価証券届出書及び有価証券報告書を提出している会社はありません。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2019年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

科学事業
74
(12)

建装材事業
74
(38)

全社（共通）
13
(6)

合計
161
(56)

 

(注) １．従業員数は、就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト及び派遣社

員）の年間平均雇用人員であります。

３．全社（共通）は、管理部門の従業員であります。

 

(2) 提出会社の状況

2019年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

86(22) 43.0 19.3 6,148
 

　

セグメントの名称 従業員数(名)

科学事業
61
(12)

建装材事業
12
(4)

全社（共通）
13
(6)

合計
86
(22)

 

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー及び派遣社員）の年間平

均雇用人員であります。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．全社（共通）は、管理部門の従業員であります。

 

(3) 労働組合の状況

キョーワ株式会社を除き、当社グループに労働組合はありません。

なお、労使関係についても特に記載すべき事項はありません。

キョーワ株式会社には、2008年に結成された労働組合があります。

同社と労働組合の関係は、結成以来円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

なお、2019年３月31日現在の組合員は47名であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 
(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、お客様中心の営業活動を基本として、環境に優しい商品の提案に積極的に取り組むとともに、

お客様に喜ばれるグローバル商社を目指すことを、経営の基本方針としております。

 
(2) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、以下のような中期的な経営戦略の下に、多様化する顧客ニーズに迅速に対応し、タイムリーで

的確な商品・サービスの提供に努め、企業競争力の強化、企業価値の向上に取り組んでおります。

①収益の向上

当社は創業以来、一貫して技術コンサルタントを主体とした技術指向型営業を行い、商社でありながらファブ

レスによるものづくりを行うなど、より付加価値の高い商品提供を目指しております。具体的には長年蓄積した

技術・ノウハウを駆使したファインケミカル（精密化学品）商品への指向を図るなか、化学系商材に限らない幅

広い取扱品目を展開し、併せて東南アジアへの営業基盤の拡大・整備等に積極的に取り組んでおります。また、

建装材事業にメーカー機能を取り込み、その強化を図るため、2015年12月に各種木工製品の製造販売を主たる事

業とするキョーワ株式会社を完全子会社とし、事業基盤の拡充とグループ収益の改善に取り組んでおります。

②海外の市場拡大

近年、国内経済がシュリンクするなか、営業の軸足を東南アジアを中心とした海外に移し、海外のお客様に対

する販売だけでなく輸入品の取り扱いにも力を入れて取り組んでおります。これまで当社は1995年に東洋紡績株

式会社（現 東洋紡株式会社）との合弁で香港に三東洋行有限公司を、2002年には独資でSANKYO KASEI SINGAPORE

PTE. LTD．を、また2007年には独資で中国上海市に産京貿易（上海）有限公司を設立、更に2010年にはタイ王国

バンコク市にSANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD.を独資で設立し、それぞれ営業基盤の拡大を図ってまいりまし

た。これらの海外４拠点と国内６拠点のグループ力を結集し、お客様に喜ばれるソリューション営業を展開して

おります。

③環境保全と高品質体制の確立

環境保全が企業の社会的責任として益々重要になることを意識し、すべての事業活動において環境保全に心が

けるとともに、環境配慮型商品の拡販に努めております。同時に、品質マネジメントシステムの実効性を高める

べく、仕事の標準化、プロセスの可視化を促進し、高品質体制の維持・改善・革新に取り組むとともに、顧客の

要求に適合する製品・サービスの確実な提供に努めております。

 
(3) 会社の対処すべき課題

国内経済は緩やかな回復基調の持続が見込まれているものの、米中の貿易問題をはじめとする海外要因及び本年

10月に予定されている消費増税の影響など、今後の当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さない状況が続く

ものと思われます。

このような環境下にあって、国内事業においては、既存の取引先とのパイプを太くし市場の変化を迅速に捉えて

拡販を図る一方、海外事業では、従来の４拠点（香港、上海、タイ、シンガポール）との連携による輸出入及び海

外進出企業との取引拡大に加えて、2018年８月にタイのサムットプラカーンに設立した新会社“SY RUBBER

(THAILAND) CO.,LTD.”（資本金88,800千タイバーツ、当社出資比率90％）は、合弁パートナーの山川モールディン

グ株式会社との一致協力のもと早期に生産体制を確立し、タイ及びその周辺諸国に進出する日本企業との取引拡大

に繋げていく所存であります。

経営体質強化の取り組みでは、ISO9001・14001に加え、2018年12月に認証取得した事業継続マネジメントシステ

ム（BCMS）の定着によりリスクマネジメントの強化を推進いたします。また、2019年４月に本番稼動を開始した新

基幹システムの活用を進め、業務効率の向上を図ってまいります。

更なる飛躍を目指し、グループ一丸となってこれらの課題に取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。
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(4) 会社の支配に関する基本方針

①基本方針の内容

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき

行われるべきものと考えております。従って、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた場合、これが当

社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありませ

ん。

しかしながら、株式の大規模買付行為のなかには、その目的、態様等からみて企業価値・株主共同の利益に資

さないものも少なくなく、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しておりま

す。また、株式の大規模買付行為のなかには、当該買付行為が明らかに濫用目的によるものと認められ、その結

果として当社株主全体の利益を著しく損なうものもないとはいえません。

当社は、当社の経営にあたって、目先の利益追求ではなく、技術指向型の営業活動を通じて、様々な顧客の

ニーズを地道に汲み取り、これに応じた商品提供の実績を積み重ねるという、中長期的に企業価値向上に取り組

む経営が、株主の皆様全体の利益、同時に当社のお取引先等の皆様の利益に繫がるものと考えております。

従って、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点か

ら、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことが最も重要であって、当社の財務及び

事業の方針は、このような認識を基礎として決定される必要があると考えます。当社株式の買付を行う者がこれ

ら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

　

②基本方針の実現に資する取り組み

a.当社の企業価値の源泉

当社は、1946年７月の創業以来、染料、工業薬品等の化学品商社として、業界において確たる地位を築いて

おります。当社は、設立当初から、社内に「試験室」を設置するなど技術指向型の営業活動を展開しており、

メーカーに対する顧客ニーズと技術情報の的確な提供、新商品の開発に関するメーカーとの協業、得意先に対

する専門的な商品情報や商品特性のスピーディーな提供、技術サービスの実施など、単なる流通事業の一翼を

担う業態とは異なる営業活動を行っております。事業範囲は、土木・建材資材関連分野、情報・輸送機器関連

分野、日用品関連分野、化学工業関連分野などをターゲットとし、顧客中心の営業活動を通して、顧客ととも

に発展を遂げ、環境保全が人類共通の課題であることを認識し、市場における信用を培いつつ社会に貢献する

ことを経営の基本方針としております。

このように、当社は、技術指向型の営業活動を通じて、様々な顧客のニーズを汲み取り、メーカーとの協業

等を通じて顧客のニーズに応じた商品を提供していく実績の積み重ねが、当社を新たなるステップへ導き、更

なる成長・飛躍を可能にするものと考えており、このようなビジネスモデルの維持・発展こそが当社の企業価

値の源泉であると考えております。

 
b.当社の企業価値向上への取り組み

上記「(2) 中長期的な会社の経営戦略」をご参照ください。

　

c.株主への還元について

当社は、株主の皆様への利益還元を第一として、安定的な配当の維持を基本としつつ、企業体質・財務体質

の強化ならびに業容拡大に備えるため、内部留保の充実などを総合的に勘案して、配当を決定する方針として

おります。

　

③不適切な支配の防止のための取り組み

当社は、企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模買付行為を未然に防止するため、2017年５月

11日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」

を決議し、そのうえで2017年６月28日開催の第91期定時株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様のご

承認をいただきました。

なお、詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。

（アドレスhttp://www.sankyokasei-corp.co.jp/）

 
④上記取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、これらの取り組みが、当社の支配の基本方針に沿うものであり、企業価値・株主共同の利益

を損なうものではないと考えております。

また、上記③の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」においては、大規模買付行為

があった際には、当社取締役会は独立委員会の開催を要請し、買収提案内容及び対抗措置について、同委員会に

よる評価・勧告に原則として従うものとしていること、また対抗措置はあらかじめ定められた合理的な客観的要

件に該当する場合にのみ発動されるものであることから、当社取締役会の恣意的判断を排除し、大規模買付ルー

ルの遵守や対抗措置発動の是非に関する判断の公正性・透明性の確保を図っており、取締役の地位の維持を目的

とするものではありません。
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(5) 買収防衛策

当社は、上記「(4) 会社の支配に関する基本方針　③不適切な支配の防止のための取り組み」に記載したとお

り、2017年６月28日開催の第91期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防

衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続を次のとおり決議いたしました。

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4) 会社の支配に関する基本方針 ①基本方

針の内容」をご参照ください。

　

②基本方針の実現に資する取り組み

「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4) 会社の支配に関する基本方針 ②基本方

針の実現に資する取り組み」をご参照ください。

　

③本プランの必要性

以上のように、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者について、当社の企業価値の源泉を理

解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とするもの

であるべきと考えております。

もとより、当社は、前述のように、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的に

は株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えておりますが、当社株式の大規模買付行為や買収提案の中に

は、当社株主全体の利益を著しく損なうものもないとはいえません。

以上を考慮した結果、当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた場合に、当社取締役

会や株主の皆様がその条件等について検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時

間を確保するべきであり、その判断のために、大規模な買付行為を行う買付者において、当社が設定し事前に開

示する一定のルールに従って、必要かつ十分な情報が事前に提供される必要があるという結論に至りました。ま

た、明らかに濫用目的による買付行為に対しては、当社取締役会が適切と考える方策をとることも、当社株主全

体の利益を守るために必要であると考えております。

そこで、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益のため、以下の内容の事前の情報提供等に関する一定

のルールとして本プランを設定しておくことが必要であると判断いたしました。

なお、2019年３月31日現在における当社の大株主の状況は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大

株主の状況」のとおりであり、有価証券報告書提出日現在において、特定の第三者からの当社株式の大規模買付

の申入れ、打診等の事実はございません。

　

④本プランの内容

a.本プランの適用対象

本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20％以上とすることを目的とする当社株券等(注3)

の買付行為、または、結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為がな

された場合を、その適用の対象とします（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、

また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行

為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）。

(注1)：特定株主グループとは、

(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の

23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に規定する保有者を含みます。以下同じとします。)及び

その共同保有者(同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます。以下同じとします。)

または、

(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付等(同法第27条の２第１項

に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特

別関係者(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。

(注2)：議決権割合とは、

(ⅰ)特定株主グループが、(注1)の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項

に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の

数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も加算するものとします。）

または、

(ⅱ)特定株主グループが、(注1)の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割

合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。各株券等保有

割合の算出にあたっては、総議決権（同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。）及び発行済

株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書

及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

(注3)：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。
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b.大規模買付者に対する情報提供の要求

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、本プランに従う旨及び

大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明

示した意向表明書をご提出いただくこととします。

かかる意向表明書受領後10営業日以内に、当社取締役会は、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会として

の意見形成のために必要かつ十分な情報（以下、「必要情報」といいます。）のリストを大規模買付者に交付

し、速やかに当該リストに記載された情報を提供していただくこととします。必要情報の具体的内容は大規模

買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下のとおりです。

(ⅰ)大規模買付者及びそのグループ（共同保有者及び関係者を含みます。）の概要（大規模買付者の事業内

容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みま

す。）

(ⅱ)大規模買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、

買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みます。）

(ⅲ)当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（調達スキームを含みます。）、買付の時期、取

引の仕組み等

(ⅳ)当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活

用策、経営者候補（当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みま

す。）等

(ⅴ)当社の企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策及びその根拠

(ⅵ)当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係

に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

(ⅶ)その他、当社取締役会が必要であると合理的に判断する情報

当社取締役会は、上記の必要情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会（後記d.に定義されます。）

に提供します。

また、当社取締役会において、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認めら

れる場合には、大規模買付者に対して必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。当社取締役会は大規

模買付者による必要情報の提供が完了したと判断した場合には、適時適切な方法によりその旨の開示を行いま

す。

意向表明書及び必要情報の言語は、追加的に提供いただくものを含め、日本語に限らせていただきます。

なお、大規模買付行為の提案があった事実、大規模買付者から意向表明書が提出された事実及び当社取締役

会に提供された必要情報その他の情報は、当社株主の皆様の判断のために必要かつ適切と認められる範囲にお

いて、適時に開示します。

　

c.取締役会による評価・検討

次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了したと判断した後、最長

60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社株式全部の買付の場合）または最長90日間（その

他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以

下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。なお、取締役会評価期間は、大規模買付者が当

社取締役会に対し必要情報の提供を完了したと判断した旨を当社が開示した日から起算されるものとし、大規

模買付者は、取締役会評価期間が終了するまでは、大規模買付行為を開始することができないものとします。

ただし、後記e.(ⅲ)により、対抗措置の発動に関し株主総会を開催する場合においては、大規模買付者は、

株主総会の決議が行われるまでは、大規模買付行為を開始することができないものとします。

また、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、当社取締役会または独立委員会が、取締役会評価期間内に

意見表明ないし勧告を行うに至らない場合には、取締役会は、その決議により必要な期間内で取締役会評価期

間を延長（最大30日）することができます。この場合、当社取締役会は、取締役会評価期間を延長するに至っ

た理由、延長期間その他適切と認める事項について、決議後速やかに公表を行います。

この取締役会評価期間中に、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家（ファイナンシャルアドバイザー、

弁護士、公認会計士等）の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会の勧告を

最大限に尊重して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から当社取締役会としての

意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する内

容の改善について交渉し、当社取締役会として代替案を提示することもあります。
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d.独立委員会による評価・検討と取締役会に対する提言

当社取締役会は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社から独立した者のみで構成される独立委

員会を設置します。

独立委員会は３名以上の委員により構成され、当社社外取締役、社外監査役及び外部の有識者のいずれかに

該当する者の中から当社取締役会が選任するものとします。

独立委員会は、取締役会評価期間内において、当社取締役会より提供された必要情報に基づき、大規模買付

行為の評価・検討を行うものとし、その結果に基づき対抗措置を発動するべきか否かを、理由を付して当社取

締役会に対し勧告します。

また、独立委員会は、必要に応じ、以下の行為を行うことができます。

(ⅰ)必要情報が不十分である場合に、直接または当社取締役会等を通して間接的に、大規模買付者に対し、

必要情報を追加的に提出するよう求めること

(ⅱ)当社の取締役会に対し、所定の期間内に、大規模買付者の買付等の内容に対する意見及びその根拠資

料、代替案、その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう求めること

(ⅲ)当社の取締役会に対し、取締役会評価期間の延長を求めること

(ⅳ)直接または当社取締役会等を通して間接的に、大規模買付者と協議・交渉を行うこと

(ⅴ)本プランの廃止または変更を取締役会に対して勧告すること

(ⅵ)その他当社取締役会が独立委員会に諮問した事項に関する必要なこと

なお、独立委員会の各委員は、その判断を行うにあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的と

してはならないものとします。

　

e.大規模買付者に対する対応方針

(ⅰ)大規模買付者が本プランを遵守した場合

当社取締役会は、大規模買付者が本プランを遵守した場合であっても、当社取締役会の検討の結果、大

規模買付者の買付提案が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく害すると認められる場合には、

大規模買付行為に対する対抗措置をとる場合があります。当社の企業価値または株主共同の利益を害す

ると認められる場合としては、例えば、

・真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者

に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合

・会社経営を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主

要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う

目的で株式の買収を行っている場合

・会社経営を支配した後に、当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原

資として流用する予定で株式の買収を行っている場合

・会社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等

を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株

価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合

等が当たりますが、これらにとどまるものではありません。

大規模買付者が本プランを遵守し、かつ、当社取締役会が大規模買付者の買付提案が当社の企業価値ま

たは株主共同の利益を著しく害さないと判断した場合には、当社取締役会は、当該大規模買付行為に対

する対抗措置はとりません。仮に、当社取締役会が当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該

買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得する

に留め、大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社

が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。

(ⅱ)大規模買付者が本プランを遵守しない場合

大規模買付者が、本プランを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取

締役会は、当社の企業価値及び当社株主共同の利益を守ることを目的として、大規模買付者に対する対

抗措置をとる場合があります。

(ⅲ)なお、当社取締役会は、対抗措置を発動することが相当と判断する場合でも、株主総会の決議を得るこ

とが相当であると判断するときは、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速や

かに株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議するものとします。株主総会を開催する場

合においては、株主総会の決議が行われるまでは、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならな

いものとします。また、当社取締役会は、一旦対抗措置の発動を決定した後または発動後においても、

大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合、または独立委員会の勧告の前提となった事実関係等に

変動が生じた等の事情により、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立

委員会に対して対抗措置の停止または変更を諮問したうえで、新株予約権を無償取得し対抗措置の停止

または変更を行うことがあります。この場合には、当社取締役会は、独立委員会が必要と認める事項と

ともに、速やかにその旨を開示します。なお、新株予約権の無償取得を複数回行う場合は、いずれも同

一の条件とします。
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f.対抗措置の具体的内容

上記e.により、当社取締役会が大規模買付者に対し対抗措置をとる場合、具体的にいかなる手段を講じるか

については、会社法その他の法律及び当社定款が認める措置の中から、その時点で最も適切と当社取締役会が

判断したものを選択することとします。

その際の判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する必要情報に基

づき、独立の外部専門家や独立委員会の助言を得ながら、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容

（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）や、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影響

を検討したうえで判断します。

具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株

主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及

び行使条件を設けます。

　

⑤株主・投資家に与える影響等

a.本プランが株主・投資家に与える影響等

本プランは、当社株主の皆様に、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社

の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、更には、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確

保することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、適切な情報のもとで、大規模買付行為に応

じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護に繋がるもの

と考えます。従って、本プランの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う前提となるもの

であり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

b.対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等

大規模買付者が本プランを遵守しなかった場合、または大規模買付者の買付提案が当社の企業価値または株

主共同の利益を害すると認められる場合には、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目

的として、当該大規模買付行為に対し、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をと

ることがありますが、当該対抗措置の仕組上当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）が法的権利または

経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。ただし、例えば、対抗

措置として新株予約権の無償割当を選択した際に、新株予約権の無償割当を受けるべき株主の方々が確定した

後において、当社が新株予約権の無償割当を中止し、または、無償割当された新株予約権を無償取得する場合

には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを

前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って適時

適切な開示を行います。

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行につきましては、新株予約権の行使により

新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続きの詳

細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。

　

⑥本プランの有効期間等

本プランの有効期間は３年間（第91期定時株主総会終結時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結時まで）とします。本プランの再継続（一部修正したうえでの継続を含みます。）に

ついては改めて定時株主総会の承認を経ることとします。

ただし、本プランは、有効期間中であっても、a.当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなさ

れた場合、またはb.当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、その時点で廃止される

ものとします。従って、本プランは、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを廃止させることが可能です。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、会社法等の関係法令の改正、司法判断の動向及び

金融商品取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社株主共同の利益、当社企業価値の保護の観点から、必

要に応じ本プランを見直してまいります。なお、本プランの変更を決定した場合は、その内容を直ちに開示しま

す。

 
⑦本プランの合理性

a.買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。また、本プランは、企業

価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に示された考

え方にも沿った内容になっております。

b.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記④にて記載したとおり、大規模買付行為がなされた際に、大規模買付行為に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株

主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入されるものです。
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c.株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

本プランは、本定時株主総会における株主の皆様からのご承認をもって発効します。また、上記④ e. (ⅲ)

記載のとおり、対抗措置の発動にあたって、一定の場合には、株主総会において株主の皆様の意思の確認が行

われる場合もあります。さらに、上記⑥に記載したとおり、本プランには有効期間を３年間とするいわゆるサ

ンセット条項が付されており、かつ、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プラン

を廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっております。その意味

で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。

d.合理的な客観的要件の設定

本プランは、大規模買付者による買付提案に応じるか否かが、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべ

きであることを原則としており、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないよ

うに設定されております。このように、本プランは取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための

仕組みを確保しているものといえます。

e.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランの導入にあたり、取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、対抗措置の

発動及び本プランの廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しま

す。実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会は、大規模買付行為が当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあるか否か等を評価、検討し、取締役会に対して勧告を行い、取

締役会はその勧告を最大限尊重して決議を行うこととします。

このように、独立委員会によって、取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要につ

いては株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲

で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

f.デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるもの

とされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締

役会により、本プランを廃止することが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。当社は期差

任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行う

ことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

 
２ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがありますが、これらに限るものではありません。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 当社グループは概ね内需を対象としたビジネスを行っており、国内需要の減少や厳しい市場競争による価格低下

が業績に影響を与える可能性があります。

(2) 当社グループの取引先の中にも生産拠点の海外移転が増加しており、当社の商権が減少した場合、業績に影響を

与える可能性があります。

(3) 当社グループの取扱商品は石油化学製品を原材料としているものが多くあり、原油価格の著しい変動などが、売

上価格に転嫁しきれない場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(4) 当社グループは国内及び海外の取引先に対する売掛債権などについて、信用供与を行っております。信用供与の

ため取引先を定期的に評価し、必要に応じて保全措置を講じております。しかし予期せぬ貸倒が発生する場合に

は、業績に影響を与える可能性があります。

(5) 当社は取引先の株式保有を行っておりますが、市況の悪化などによる時価の下落や投資先の信用悪化などによっ

て減損処理が必要な場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(6) 当社は営業拡大のために新規事業などへの投資を行う場合、事業計画をあらゆる観点から綿密に精査したうえで

投資を行っておりますが、期待通りの収益が上がらない場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(7) 災害による影響を防止・軽減できなかった場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(8) 当社グループはネットワークシステムで利用するデータ及びシステム全般に亘るバックアップ体制の整備などを

実施しておりますが、基幹系システムが壊滅的なダメージを受けた場合には、業績に影響を与える可能性があり

ます。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(経営成績等の状況の概要)

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 
(1) 経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が継続したものの、米中貿易摩擦問題の長期化や
英国のＥＵ離脱を巡る問題など、国際情勢による懸念材料が強まる中で推移しました。
このような状況の下、当社グループは、お客さま本位の積極的な営業活動に注力するとともに、市場の変化を先

取りした提案型営業活動の推進など、営業施策の強化に努めてまいりました。

　これらの結果、売上高は238億２千６百万円（前年同期比5.2％増）と増収となり、営業利益は２億４千９百万円
（前年同期比8.0％増）、経常利益は３億５千１百万円（前年同期比5.0％増）と、いずれも増益となりました。

　親会社株主に帰属する当期純利益は、名古屋支店の土地建物及び投資有価証券の売却による特別利益２億１千６
百万円があったため、３億４千万円（前年同期比23.3％増）となりました。

　なお、旧名古屋支店ビルは耐震強度に問題があったことから売却したもので、現在は、2018年９月に従来と同区
内の事務所に移転し営業しております。

　また、工業用ゴム製品メーカーの山川モールディング株式会社との合弁により、工業用ゴム製品の製造販売を事
業内容とする新会社“SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.”（資本金88,800千タイバーツ、当社出資比率90％）を、

2018年8月に設立し、タイのサムットプラカーンにて、2019年２月から事業を開始しております。合弁パートナーの
山川モールディング株式会社と一致協力して生産体制の早期確立を図り、タイ及びその周辺諸国に進出する日本企
業との取引拡大を含めたグローバルな事業拡充につなげていく所存であります。

 　事業セグメント別の概況は次のとおりであります。

 
［科学事業］

＜土木・建材資材関連分野＞

土木関連分野では、東京外環自動車道や中部縦貫自動車道等のインフラ工事関連で地盤改良用のセメント添加

薬剤が増加したほか、特に上半期は東京オリンピック関連施設や民間の大型物流倉庫等の建設工事に用いる地盤

強化用パイルが堅調に推移し、その製造用薬剤が増加し増収となりました。

　建材資材関連分野では、首都圏の再開発やマンション、ホテルの大型建築工事が人手不足による工事の遅れ

や、工法の簡素化や受注単価の低下による使用部材変更の影響などから、内装材の化粧材や壁紙等が低調で、同

用途のフィルムや薬剤が減少したほか、発泡断熱システム用薬剤の一部が低調だったことも影響し減収となりま

した。

＜情報・輸送機器関連分野＞

情報関連分野では、自動車の電子化の拡大を背景に電子部品生産が好調なことから半導体封止用樹脂や精密洗

浄剤は引き続き好調でしたが、リチウムイオン電池用途での放熱材料に仕様変更があり小幅な減収となりまし

た。

　輸送機器関連分野では、オートバイの国内生産の縮小や一部自動車メーカーの検査データ改ざん問題の影響を

受けて成形樹脂や車体用防振樹脂等は減少しましたが、自動車部品への成形樹脂の新たな採用や安全装置用途の

電装部材の伸長があったことから増収となりました。

＜日用品関連分野＞

日用品関連分野では、訪日外国人旅行客によるインバウンド効果も一段落し化粧品関連薬剤の販売は従来並み

に戻りつつあります。他方、高品質が評価されている眼鏡レンズの輸出が好調で同用途の機能性コート剤や化学

品が伸長したほか、製靴関連での増産及び一部の化学品に新規採用もあり増収となりました。

　フィルム関連分野では、生鮮野菜、チルド食品等包装用途の拡大により防曇性やガスバリア性、低温耐ピン

ホール性などを有する高機能性フィルムは堅調に推移しましたが、食品用軟質包装用フィルムの価格競争の激化

もあって苦戦し、大幅な減収となりました。

＜化学工業関連分野＞

繊維関連分野では、繊維の国内加工の縮小が続くなか、衣料用の染色整理用染料や染色助剤は低位安定納入と

なり、自動車関連のタイヤコード用薬剤が減少したことにより減収となりました。

　化学工業関連分野では、中国の公害対策規制強化による輸入化学品の価格高騰や玉不足の影響は緩和されたこ

とに加え、車載用の遮音性発泡部材の新規採用や東南アジアからの基礎化学品における輸入が引続き伸長し増収

となりました。

　これらの結果、科学事業セグメントの売上高は194億１千５百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益は３億７

千万円（前年同期比0.4％増）となりました。

 
［建装材事業］

プレハブ新築住宅は、2018年12月以降３か月連続して対前年同月比で増加しているものの、集合住宅における

受注は低迷が続いており、既存の造作部材、樹脂製品の販売は低調に推移した一方、キッチン及びオフィス関連

の新規商材が好調なため増産対応し、既存商品の減少をカバーして増収となりました。

　これらの結果、建装材事業セグメントの売上高は44億１千１百万円（前年同期比9.6％増）と増収となり、営業

利益は８千４百万円（前年同期比42.7％増）と、増益となりました。
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(2) 財政状態

①　資産の部

流動資産は前連結会計年度末に比べ、７千２百万円増加し110億９百万円となりました。これは主に、商品及

び製品が２億２千７百万円、受取手形及び売掛金が２億２千２百万円増加し、有価証券が４億１百万円減少し

たことによるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べ、２億９千万円増加し67億３千４百万円となりました。これは主に、投

資その他の資産が１億７千１百万円、有形固定資産が１億８百万円増加したことによるものであります。

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べて、３億６千２百万円増加し177億４千３百万円となりまし

た。

②　負債の部

流動負債は前連結会計年度末に比べ、４億５千万円増加し67億円となりました。これは主に、買掛金が２億

１千３百万円、電子記録債務が１億５千９百万円増加したことによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ、１億６千６百万円減少し12億６千６百万円となりました。これは主

に、繰延税金負債が６千７百万円、リース債務が３千８百万円、長期借入金が３千４百万円減少したことによ

るものであります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、２億８千４百万円増加し79億６千７百万円となりまし

た。

③　純資産の部

純資産合計は前連結会計年度末に比べ、７千８百万円増加し97億７千６百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が２億６千５百万円増加し、その他有価証券評価差額金が１億５千４百万円、土地再評価差額金が

４千２百万円減少したことによるものであります。

 
(3) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億４千２百万円となり、前連結

会計年度末に比べ１億６千２百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は６千８百万円（前連結会計年度は７億４千５百万円の増加）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益５億６千７百万円、仕入債務の増加額３億７千９百万円などの収入に対し、売

上債権の増加額３億４千６百万円、たな卸資産の増加額３億１千１百万円、法人税等の支払額２億９百万円などの

支出によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、増加した資金は１億１千９百万円（前連結会計年度は２億２千２百万円の増加）となりまし

た。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による５億２千万円、有形固定資産の売却による２億

３千３百万円などの収入に対し、投資有価証券の取得による４億４千８百万円、有形固定資産の取得による１億４

千３百万円などの支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は２億５百万円（前連結会計年度は２億１千９百万円の減少）となりました。こ

れは主に、短期借入れによる７千５百万円の収入に対し、借入金の返済による１億１千８百万円、配当金の支払額

１億９百万円、リース債務の返済による５千１百万円などの支出によるものであります。
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(生産、受注及び販売の状況)

当連結会計年度の仕入及び販売の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 
(1) 仕入実績

　

セグメントの名称 仕入高（千円） 前年同期比（％）

科学事業 18,148,276 +5.8

建装材事業 3,672,829 +1.7

合計 21,821,106 +5.1
 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．金額は、仕入合計実績を売上比率で配分しております。
　
(2) 販売実績

　

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

科学事業 19,415,023 +4.2

建装材事業 4,411,953 +9.6

合計 23,826,976 +5.2
 

(注) １．総販売実績に対する割合が100分の10以上の販売先はありません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中にある将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。これらの連結財務諸表の作成にあたって、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に

基づき、見積り及び判断を行っております。

 
(2) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当連結会計年度における経営成績等の状況の分析については、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (経営成績等の状況の概要)」をご参照ください。

また、当社の事業経営に用いられる主要業績評価指標（Key Performance Indicators。以下「KPI」という。）は

以下のとおりであります。

 
（収益及び利益率）

当社が経営において重点を置いている指標の１つに収益が挙げられます。以下は経営者が重要だと捉えている収

益に関連したKPIであります。

売上高はKPIの１つと考えております。当社は主に仕入商品による売上を計上しております。売上高は、当社が扱

う商品への需要、会計期間内における取引の数量や規模、また原料及び販売価格の変動といった要因によって変化

し、その他にも、市場環境等も売上高を変化させる要因です。また当社は商社でありながら、技術指向型の営業を

特長としており、技術提案力及び顧客サービス機能に対するお客様からの評価が、事業成長の原動力であると認識

しております。また事業分野別の売上は、重要な指標の１つであり、市場の変化に当社の経営が対応しているかを

測定するための目安としております。

売上高総利益率は、収益性を測るもう１つのKPIであります。当社は、子会社または取引先を通じたものづくりを

行うなど、より付加価値の高い商品提供を目指しております。お客様からのいわゆるQCDをはじめとした要求事項を

迅速且つ的確に捉え、取引先の生産性の向上に協力して取組むことで、競争力の強化に努めるとともに、売上高総

利益率の改善を推進しております。

営業利益も当社のKPIとして考えております。販売費及び一般管理費そのものを統制し金額の低減に努めるととも

に、輸入品を含めた在庫販売品においては、商品回転率と輸送効率の最適組合せによる売上高物流費率の低減と在

庫ロスの最小化に努めております。

 
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照

ください。
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(4) 資本の財源及び資金の流動性

当社グループにおける資金需要のうち主なものは、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用による運転

資金ならびに設備投資資金であります。これらの資金需要に対しては、自己資金で賄うことを基本としております

が、必要に応じて銀行借入による資金調達を行っております。

また、取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。

 
４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

三京化成株式会社(E02658)

有価証券報告書

18/77



第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の主な設備投資は、機械装置の取得を中心とする総額194,941千円の投資を実施いたしました。

なお、設備の状況については、特定のセグメントに区分できないため、セグメント別の記載を省略しております。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2019年３月31日現在

事業所名
(所在地)

主要な事業
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)

建物及び
構築物

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

本社・大阪支社
(大阪市中央区)

商品の
仕入・販売

事務所 829,844
242,591

(485)
23,146 15,440 1,111,024

33
(12)

東京支社
(東京都中央区)

〃 〃
4,244
(475)

―
(―)

― 526 4,770
21
(6)

名古屋支店
(名古屋市中区)

〃 〃
7,844
(246)

―
(―)

― 1,205 9,049
11
(1)

浜松支店
(浜松市中区)

〃 〃 16,935
134,506
(2,204)

― 62,432 213,874
11
(1)

山陽営業所
(岡山県倉敷市)

〃 〃
1,323
(138)

―
(―)

　― 3,000 4,323
6

(―)
九州営業所
(福岡県久留米市)

〃 〃 32,292
16,489
(211)

― 43 48,825
4
(2)

大同工業株式会社
(三重県伊賀市)
(注) ４

保管・仕分
梱包・出荷

加工組立
梱包設備

35,544
69,991
(5,579)

― 9,600 115,136
―
(―)

キョーワ株式会社
(島根県浜田市)
(注) ４

各種木工
製品の製造

販売
生産設備 ―

―
(―)

― 106,192 106,192
―
(―)

その他 ― 厚生施設他 2,986
13,256
(553)

― ― 16,243
―
(―)

合計 ― ―
931,015

(859)
476,835
(9,033)

23,146 198,441 1,629,439
86
(22)

 

(注) １．建物及び構築物欄（外書）は、賃借面積を表示しております。

２．帳簿価額「その他」は、機械及び装置、工具、器具及び備品、ならびに建設仮勘定の合計です。
３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。
４．提出会社が子会社へ賃貸しております。
５．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 国内子会社

2019年３月31日現在

会社名
(所在地)

主要な事業
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)

建物及び
構築物

機械及び
装置

土地
(面積㎡)

その他 合計

キョーワ株式会社
(島根県浜田市)

各種木工
製品の製造

販売
生産設備 23,984 10,449

307,000
(29,047)

30,611 372,044
57
(28)

 

(注) １．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(3) 在外子会社

2019年３月31日現在

会社名
(所在地)

主要な事業
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)

建物及び
構築物

建設仮勘定 その他 合計

SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.
(タイ王国サムットプラカーン県)

工業用
ゴム製品の
製造販売

生産設備 56,567 68,975 4,511 130,054
3

(―)
 

(注) １．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 5,185,000

計 5,185,000
 

　
② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2019年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年６月26日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,560,000 1,560,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株であ
ります。

計 1,560,000 1,560,000 ― ―
 

 
　
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年10月１日
(注)

△14,040,000 1,560,000 ― 1,716,600 ― 1,433,596
 

(注)　株式併合（10：１）によるものであります。

 
(5) 【所有者別状況】

2019年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 3 12 53 7 1 1,147 1,223 ―

所有株式数
(単元)

― 1,525 85 4,482 1,130 12 8,244 15,478 12,200

所有株式数
の割合(％)

― 9.85 0.55 28.96 7.30 0.08 53.26 100.00 ―
 

(注)　自己株式263,737株は「個人その他」に2,637単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

2019年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

有限会社新光企画 大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番８号 142 11.00

大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀一丁目２番１号 80 6.17

Black Clover Limited
（常任代理人　三田証券株式会
社）

SERTUS CHAMBERS SUITE F24, FIRST
FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN ISLAND, PO BOX
334, MAHE, SEYCHELLES
（東京都中央区日本橋兜町３番11号）

67 5.22

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 63 4.86

三京化成従業員持株会 大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番８号 43 3.32

小川和夫 大阪府吹田市 35 2.73

花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 35 2.71

グンゼ株式会社 京都府綾部市青野町膳所１番地 34 2.67

ナカバヤシ株式会社 大阪市中央区北浜東１番20号 27 2.09

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY
JASDEC
（常任代理人　株式会社三菱
UFJ銀行）

225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NY
10286, UNITED STATES
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

25 1.93

計 ― 553 42.71
 

(注)　当社が保有する自己株式数は263千株（16.91％）であります。
 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

263,700

完全議決権株式(その他)
普通株式

12,841 ―
1,284,100

単元未満株式
普通株式

― 一単元(100株)未満の株式
12,200

発行済株式総数 1,560,000 ― ―

総株主の議決権 ― 12,841 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)
(自己保有株式)      

三京化成株式会社
大阪市中央区北久宝寺町
一丁目９番８号

263,700 ― 263,700 16.90

計 ― 263,700 ― 263,700 16.90
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 
区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 216 572

当期間における取得自己株式 68 186
 

(注)　当期間における取得自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― 39,000 96,150

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（　　―　　） ― ― ― ―

保有自己株式数 263,737 ― 224,805 ―
 

(注)　当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 

EDINET提出書類

三京化成株式会社(E02658)

有価証券報告書

22/77



 

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を第一として、安定的な配当の維持を基本としつつ、企業体質・財務体質の強化

ならびに業容拡大に備えるため、内部留保の充実などを総合的に勘案して、配当を決定する方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当

については取締役会、期末配当については定時株主総会であります。

なお、2019年６月26日開催の第93期定時株主総会において定款一部変更を決議し、会社法第459条第１項各号の規定

に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定め

ております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株当たり85円（うち中間配当金42円50銭）としております。

内部留保資金については、企業価値向上に向けた投資資金としての確保と将来の事業展開に備えた経営基盤の強化

に使用してまいる所存であります。

 
(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

2018年11月１日
取締役会決議

55,097 42.50

2019年６月26日
定時株主総会決議

55,091 42.50
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業の継続的かつ健全な成長、株主価値の増大、ステークホルダーに対する責任の遂行、経営に関す

る監視機能の充実・強化を経営上の重要な基本理念として位置付けております。

　これらの基本理念のもとに、経営における透明性の向上、迅速な意思決定、コンプライアンス体制の確保と独

立性の保持、ならびに企業経営において生ずる様々なリスクの回避を図るためにコーポレート・ガバナンス体制

の維持・強化に努めるとともに、必要に応じて積極的に適時・適切な情報開示を行っております。

　

②　企業統治の体制

イ　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、2019年６月26日開催の第93期定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款変更

が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

この移行の目的は、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・

監督機能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、権限委任により意思決

定と業務執行を迅速化し企業価値の更なる向上を目指すことであります。

以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま

す。

取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名と監査等委員である取締役４名（うち社外取

締役３名）で構成され、原則として毎月１回以上開催し、業務執行に関する重要事項や法令・定款で定められ

た事項の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

また、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、「経営会議規程」に基づき、経営会議を

毎月１回以上開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行っております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成され、原則として毎月１回以

上開催いたします。監査等委員会は、取締役の職務の執行について、監査等委員会の定める監査方針、監査計

画に従い、監査室や会計監査人と連携して監査を実施いたします。

機関ごとの構成員は、次のとおりであります。（◎は議長、委員長を表す。）
 

役職名 氏名 取締役会 経営会議 監査等委員会

代表取締役社長 小川　和夫 ◎ ◎  

常務取締役 小野　敏夫 ○ ○  

取締役 大林　和幸 ○ ○  

取締役 大槻　一博 ○ ○  

取締役 吉田　充 ○ ○  

取締役 尾﨑　寛三 ○ ○ ◎

社外取締役 北嶋　紀子 ○  ○

社外取締役 岡　健治 ○  ○

社外取締役 中田　英里 ○  ○
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なお、当社の企業統治の体制の模式図は、次のとおりであります。
 

　

ロ　内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況及び提出会社の子会社の業務の適正を確保す

るための体制整備の状況

当社は、2006年５月15日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について決議しており

ます。この方針につきましては、内容を適宜見直したうえで改定決議を行っており、現在の内容は次のとおり

であります。（最終改定：2019年６月26日）

 
ａ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社役員は、当社グループの経営理念の遂行のために制定した「役員行動規範」に基づき行動し、法令

等の遵守及び企業の社会的責任を果たすものとする。

・当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月１回以上開催し、当社グループの重要な業務執行

の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督するものとする。

・当社は、取締役会の経営監視機能を強化するため、独立性の高い社外取締役を選任するものとする。

・監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監督するものとする。

・当社は、「情報開示規程」に基づき、情報取扱責任者を置いて、当社グループの会社情報の的確な管

理・統制を図るとともに、開かれた企業グループとして、適正な情報を迅速かつ公正に開示するものと

する。

・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力及び団体からの要求には、全社をあげて

迅速かつ組織的に対応するとともに、外部専門機関と連携を図り、断固排除する姿勢を堅持するものと

する。

 
ｂ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書などの取締役の職務の執行に係る文書、資

料、情報については、「文書管理規程」等によって保存・管理を行うものとする。

 
ｃ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの組織横断的なリスク管理体制を強化し、リスク

全般についてその未然防止や不測の事態への適切な対応を図るものとする。特に海外事業所・海外派遣

者に対しては、「海外非常事態対策規程」「海外緊急事態対応マニュアル」「海外駐在員対策マニュア

ル」により、非常時にとるべき行動指針の周知を図るものとする。

・当社は、「情報管理規程」に基づき、当社グループの情報資産の保護に努めるものとする。

 
ｄ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、「経営会議規程」に基づき、経営

会議を毎月１回以上開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行うものとする。
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・当社は、「職務権限規程」「稟議規程」「関係会社管理規程」を制定し、当社グループの内部統制の妥

当性確保、業務執行手続の明確化、経営管理の効率向上に努めるものとする。

・監査等委員会は、取締役会により内部統制システムが適切に構築・運用されているかを監視するものと

する。

 
ｅ　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、「三京化成行動規範」「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループの役職員のとるべき

行動の基本について周知を図るとともに、必要な教育・研修を実施するものとする。

・当社は、当社グループに適用する規程・規約を社内イントラネットに掲載し、当社グループの役職員が

いつでも縦覧できるようにするものとする。

・当社は、「内部公益通報保護規程」を制定し、コンプライアンスに関する情報について、相談・通報の

窓口（監査室）を設け、当社グループの役職員が直接通報できる体制を構築し、不祥事や事故の未然防

止に努めるものとする。また、通報内容を守秘するとともに、通報者が不利益を受けないよう努めるも

のとする。

・当社は、「内部者取引規制管理規程」に基づき、当社グループの役職員による内部者取引を規制し未然

防止を図るとともに、内部情報の管理に努めるものとする。

 
ｆ　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、当社グループ各社の経営について、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告と重要案件

についての事前協議等を通じて指導・助言を行い、業務の適正化を図るものとする。

・監査室は、当社グループの業務全般に係る内部統制の有効性について監査し、企業集団としての業務の

適正と効率性確保を図るものとする。

・当社グループ各社は、当社に対し営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的に報告するも

のとする。

・当社はグループ各社が作成する経営計画（予算等）について、グループ経営基本戦略の視点から関与・

指導するとともに、人事労務・財務管理・資金・情報システム等の当社が保有する機能・資産を効率的

に活用できるよう支援するものとする。

 
ｇ　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査等委員会は、監査業務を補助するため、必要に応じて管理部員を補助使用人に当てることができる

ものとし、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。

 
ｈ　前号ｇの使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

監査等委員会により監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に係る業務においては、取締役

(監査等委員である取締役を除く。)、監査室長等、上長の指揮命令を受けないものとする。

 
ｉ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他

の監査等委員会への報告に関する体制

・当社グループの役職員は、会社の信用や業績に大きな悪影響を与えるなど、当社グループに著しい損害

を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、適切な措置を講ずるとともに、遅滞なくその事実を当社

の監査等委員会に報告するものとする。

・取締役及び使用人は、監査等委員会から監査において必要となる報告の要求があった場合には、遅滞な

く監査等委員会に報告するものとする。

・監査室長は、監査室による監査指摘事項を遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。

・当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底するものとする。

 
ｊ　その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

・監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づき、監査方針の策定や業務分担等を行い、必要に応じて

取締役、会計監査人及び監査室と意見交換、情報交換を行うものとする。

・監査等委員のうち過半数は社外取締役とし、監査における透明性を確保するものとする。

・当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定の予算を設ける

ものとする。

 
ｋ　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法に定める財務報告に係る当社グループの内部統制の有効性を的確に評価するた

め、「内部統制実施基準」に基づき、連結財務諸表を構成する当社及び連結子会社の内部統制を整備・運

用・評価し、その結果を内部統制報告書として公表するものとする。

また、その仕組みが適正に機能しない場合は、必要な是正を行うことにより金融商品取引法及びその他

の関連法令などに対する適合性を確保するものとする。
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③　責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重

大な過失がないときに限られます。

 
④　取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨

を定款で定めております。

 
⑤　取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑥　取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ　取締役の責任免除

当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第

１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

 
ロ　剰余金の配当等

当社は、機動的な配当政策及び資本政策の実施を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第１項の規定に定

める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定

款で定めております。

 
⑦　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款で定めております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長
営業本部長

小　川　和　夫 (1954年１月２日生)

1978年４月 日本合成化学工業株式会社入社

1981年４月 当社入社

1985年４月 営業本部長付

1986年３月 取締役営業本部長付

1987年４月 取締役社長室長

1988年６月 常務取締役開発本部長

1991年６月 取締役副社長

1992年６月 代表取締役社長(現)

1995年５月 営業本部長(現)

1996年５月 大同工業株式会社

代表取締役社長(現)
2002年３月 SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.

LTD.取締役社長(現)
2010年８月 SANKYO KASEI (THAILAND)

CO.,LTD.取締役社長(現)

(注)２ 35,432

常務取締役
建装材事業部長

小　野　敏　夫 (1955年12月13日生)

1978年４月 当社入社

2002年２月 新規事業開発部次長

2004年２月 東京支社次長

2004年６月
取締役東京支社長兼

新規事業開発部長

2010年４月 取締役海外事業推進室長

2010年５月 産京貿易（上海）有限公司

董事長
2010年６月 常務取締役ＳＢ事業部長兼

建装材事業部統括

2012年６月 常務取締役海外事業推進室長

2014年４月 常務取締役

2017年２月 常務取締役建装材事業部長(現)

(注)２ 4,715

取締役
大阪支社長

大　林　和　幸 (1958年１月20日生)

1980年４月 当社入社

2009年４月 建装材事業部営業次長

2011年２月 建装材事業部長

2012年６月 取締役建装材事業部長

2016年４月 取締役兼キョーワ株式会社代表
取締役社長

2017年10月 取締役大阪支社長兼産京貿易
（上海）有限公司董事長(現)

(注)２ 1,500

取締役
管理部長

大　槻　一　博 (1954年５月23日生)

1977年３月 グンゼ株式会社入社

2010年８月 同社エンプラ事業部管理課長

2015年６月 当社入社　顧問

 常勤監査役

2018年６月 取締役管理部長(現)

(注)２ 700

取締役
東京支社長兼
ＳＢ事業部長

吉　田　　　充 (1961年１月６日生)

1983年４月 当社入社

2010年10月 東京支社営業次長

2013年１月 大阪支社営業次長

2015年１月 東京支社営業次長

2017年10月 東京支社長

2018年６月 取締役東京支社長兼

ＳＢ事業部長(現)

(注)２ 700
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役
 監査等委員

尾　﨑　寛　三 (1958年１月30日生)

1980年４月 当社入社

2006年10月 大阪支社次長

2010年４月 大阪支社長

2017年10月 管理部部長付

2018年６月 常勤監査役

2019年６月 取締役（常勤監査等委員）

(現)

(注)３ 100

取締役
 監査等委員

北　嶋　紀　子 (1974年10月25日生)

2000年10月 弁護士登録（現）

 井上隆彦法律事務所入所

2003年２月 フェニックス法律事務所入所

2012年１月 同法律事務所共同代表（現）

2015年６月 当社社外取締役

2017年３月
ダイトロン株式会社社外監査役
（現）

2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）

(現)

(注)３ ―

取締役
 監査等委員

岡　　　健　治 (1961年２月27日生)

1990年２月 税理士登録（現）

1990年３月 岡会計事務所開設

2015年６月 当社社外監査役

2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）

(現)

(注)３ ―

取締役
 監査等委員

中　田　英　里 (1973年１月20日生)

1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任
監査法人トーマツ）入所

1998年４月 公認会計士登録(現)

2016年３月 中田英里公認会計士事務所開設

2018年６月 当社社外取締役

2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）

(現)

(注)３ ―

計 43,147
 

 

(注) １．取締役北嶋紀子、岡健治及び中田英里は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から

2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定

時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
　　委員長　尾﨑寛三　　委員　北嶋紀子、岡健治、中田英里
 

②　社外取締役の状況

当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役北嶋紀子氏、岡健治氏及び中田英里氏は、いずれも当社との間に特別の利害関係はなく、また重要

兼職先と当社の間にも特別の利害関係はありません。

社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、高度な専門知識と幅広い知見を生かし、経営から独立した

客観的な立場から助言を行うほか、予算会議等の重要な会議に出席し、各部門の業務執行に関する意見交換を

行っております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を以下のとおり定めており、社外取締役が次の項目のいずれ

にも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないも

のと判断いたします。

 
ａ　当社または当社の子会社の業務執行者（※１）である者、または就任前10年間のいずれかの時期におい

て業務執行者であった者

ｂ　当社を主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者

ｃ　当社の主要な取引先（※３）またはその業務執行者

ｄ　当社の主要な株主（※４）またはその業務執行者

ｅ　当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等で、当社または当社の子会社の監査を担

当している者
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ｆ　当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ている弁護士、司法書士、公認会計士、

税理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に

所属する者）

ｇ　当社から多額の寄付（※６）を受けている者（当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である

場合は、当該団体の業務執行者）

ｈ　就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｇに該当していた者

ｉ　上記ａからｈに該当する者の近親者等（※７）

 
※１　本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。

※２　「当社を主要な取引先とする者」とは、直近３事業年度のいずれかにおける当社との取引における

当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。

※３　「当社の主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の売上高

が当社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。

※４　「主要な株主」とは、直接または間接に当社の10％以上の議決権を保有するものをいう。

※５　「多額の金銭その他の財産」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合は、直近事業年度における

年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が団体である場合

は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をい

う）。

※６　「多額の寄付」とは、直近３事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における

総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をいう。

※７　「近親者等」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

 
 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携ならびに内

部統制部門との関係

下記「(3)　監査の状況　①　監査等委員会による監査の状況」をご参照ください。
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(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会による監査の状況

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち３名は社外取締役）で構成され、取締役の職務の

執行について、監査等委員会の定める監査方針、監査計画に従い、監査を実施いたします。

監査等委員会は、会計監査人から監査計画の提出及び監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監

査人による監査に立ち会うとともに、定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携を図ります。

また、内部監査部門である監査室と、監査計画の概要、監査項目について事前確認を行うほか、必要に応じて

監査室による監査に立ち会うとともに、内部監査実施後には監査室から監査結果について報告を受け、意見交換

を行い連携を図ります。

なお、監査等委員である岡健治は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 
②　内部監査の状況

当社の内部監査は、業務執行部門から独立した社長直轄の監査室２名で組織され、各事業所の業務活動が、法

令、諸規程及び経営方針に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率

の改善向上に資することを目的としております。監査結果を社長に報告するとともに、監査において発見された

問題点については、当該事業所と都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行して

おります。

 
③　会計監査の状況

イ　監査法人の名称

ひびき監査法人

 
ロ　業務を執行した公認会計士

道幸　靜児

藤田　貴大

 
ハ　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名及び公認会計士試験合格者１名であります。

 
ニ　監査法人の選定方針と理由

会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人と

して適任と判断し、選定しております。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計

監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会

議の目的とすることといたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が

選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。

 
④　監査報酬の内容等

イ　監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 15,800 ― 15,800 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 15,800 ― 15,800 ―
 

 
ロ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ハ　監査報酬の決定方針

会計監査人から、当社の事業規模等から合理的な監査予定日数等を勘案した監査報酬の提示を受け、監査役

会の同意を得た上で取締役会において決定しております。

 
ニ　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、前連結会計年度の会計監査人監査の遂行状況、当連結会計年度の監査計画及び報酬見積りの相

当性を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持・向上していくために合理的な水準であ

ると判断し、同意しております。
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(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。

ａ　取締役の報酬は、月額報酬、賞与、退職慰労金で構成する。

ｂ　月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞

与は、短期の業績と連動し、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役に

は、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場

から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。

ｃ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された

報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たう

えで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを

株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された

報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年６月26日であり、決議の内容は取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の報酬額を年額１億4,400万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査等

委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。

 
②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる役員

の員数(名)
固定報酬

(月額報酬)

業績連動報酬

(賞与)
退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)
104,208 64,053 20,000 20,155 7

監査役

(社外監査役を除く)
12,069 10,670 ― 1,399 2

社外役員 7,654 6,750 ― 904 5
 

 
③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株

式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため主として取引先からの保有要請

を受け、取引先の株式を取得し、保有することがあります。

その保有目的は、取引関係の安定確保とこれによる収益の向上にあります。

取引先の株式は、中長期的な視点から検証し、取引関係の維持・強化や事業発展、ひいては企業価値向上に

資すると判断する限り保有しますが、一定の評価基準の下、定期的に定量評価・定性評価を行い、保有意義が

希薄になった銘柄については縮減を図ってまいります。なお、毎年９月末時点で保有銘柄を精査した結果、保

有意義が希薄になったと判断した銘柄については売却を検討いたします。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 4 36,328

非上場株式以外の株式 40 3,659,456
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（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 12 47,955 株式の購入
 

　

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 1 70,104
 

 

ｃ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

花王株式会社
231,000 231,000 (保有目的) 取引関係の安定確保

(定量的な保有効果) (注) ２
有

2,013,858 1,843,611

大和ハウス工業
株式会社

177,616 176,612
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

有
625,033 724,109

グンゼ株式会社
16,487 16,146

(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

有
73,779 97,361

ナカバヤシ株式
会社

137,442 134,911
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

有
73,394 82,701

株式会社協和エ
クシオ

22,320 ― (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
68,187 ―

オイレス工業株
式会社

38,329 37,556
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

有
67,690 85,065

東洋紡株式会社
46,530 44,366

(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

有
65,840 93,125

株 式 会 社 大 阪
ソーダ

22,800 22,800 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
61,879 64,068

株式会社岡三証
券グループ

139,370 139,370 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
57,281 88,639

株式会社酉島製
作所

55,000 55,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
53,020 54,725

株式会社みずほ
フィナンシャル
グループ

267,256 267,256 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
45,780 51,152

菊水化学工業株
式会社

106,000 106,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
42,082 48,230

東洋テック株式
会社

33,000 33,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
37,884 39,699

住友不動産株式
会社

7,300 ― (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引関係の強化

無
33,477 ―
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大日精化工業株
式会社

11,000 11,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
33,220 48,290

株式会社Ｔ＆Ｄ
ホールディング
ス

27,800 27,800 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
32,359 46,940

株式会社三ッ星
20,000 20,000 (保有目的) 取引関係の安定確保

(定量的な保有効果) (注) ２
有

32,000 35,940

タ カ ラ ス タ ン
ダード株式会社

16,708 16,136
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

無
28,320 29,479

AGC株式会社
6,926 6,641

(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

無
26,875 29,254

日本基礎技術株
式会社

65,000 65,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
24,505 26,260

古林紙工株式会
社

8,800 8,800 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
22,176 24,648

西華産業株式会
社

15,900 40,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
21,560 106,560

株 式 会 社 フ ジ
コー

5,600 5,600 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
16,363 21,224

昭和電工株式会
社

3,950 3,950 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
15,365 17,775

株式会社フジミ
インコーポレー
テッド

6,009 5,708
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

無
14,535 13,157

大建工業株式会
社

6,000 6,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
12,924 15,072

日本ゼオン株式
会社

10,000 10,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
11,200 15,380

堺化学工業株式
会社

4,200 4,200 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
10,210 11,734

ダイトーケミッ
クス株式会社

20,400 20,400 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
6,895 13,402

日本デコラック
ス株式会社

900 9,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
5,850 6,885

三井化学株式会
社

2,171 2,171 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
5,798 7,283

日本電気硝子株
式会社

1,871 1,636
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

無
5,491 5,170

高圧ガス工業株
式会社

3,606 2,885
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

無
3,080 2,553

ニチハ株式会社
1,000 1,000 (保有目的) 取引関係の安定確保

(定量的な保有効果) (注) ２
無

3,050 4,065

ＪＦＥ ホ ー ル
ディングス株式
会社

1,436 1,275
(保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２
(株式数が増加した理由) 取引先持株会を通
じた株式の取得

無
2,699 2,733

日本ヒューム株
式会社

3,150 3,150 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
2,406 2,479

京セラ株式会社
254 254 (保有目的) 取引関係の安定確保

(定量的な保有効果) (注) ２
無

1,651 1,525

神島化学工業株
式会社

1,100 1,100 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
872 1,193

ジオスター株式
会社

1,000 1,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
431 645

ユニチカ株式会
社

1,000 1,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

無
425 666

日本電通株式会
社

― 12,000 (保有目的) 取引関係の安定確保
(定量的な保有効果) (注) ２

有
― 46,800
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　(注) １．「―」、当該銘柄を保有していないことを示しております。

　　　 ２．定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年９月末時点で各銘柄につい

て精査し、一定の評価基準の下、定量評価・定性評価を行うことにより検証しております。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

　なお、当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内閣府令

第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条第３項に

係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日ま

で）及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、ひびき監査法

人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することが出来る体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。

 また、同機構及び各種団体が主催する研修等に参加しております。

 

 

EDINET提出書類

三京化成株式会社(E02658)

有価証券報告書

36/77



１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※1  1,645,111 ※1  1,482,900

  受取手形及び売掛金 ※4  6,413,008 ※4  6,635,899

  電子記録債権 ※4  1,669,188 ※4  1,782,105

  有価証券 401,390 -

  商品及び製品 566,540 793,589

  仕掛品 37,367 84,922

  原材料及び貯蔵品 40,798 75,973

  その他 163,260 153,664

  流動資産合計 10,936,666 11,009,055

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※1  1,497,577 ※1  1,508,133

    減価償却累計額 △503,815 △492,209

    建物及び構築物（純額） 993,761 1,015,924

   機械装置及び運搬具 184,201 289,502

    減価償却累計額 △73,821 △108,839

    機械装置及び運搬具（純額） 110,379 180,662

   土地 ※1,※3  845,777 ※1,※3  783,835

   リース資産 63,398 66,161

    減価償却累計額 △38,793 △36,474

    リース資産（純額） 24,605 29,687

   建設仮勘定 7,695 68,975

   その他 134,155 146,563

    減価償却累計額 △111,820 △113,072

    その他（純額） 22,335 33,491

   有形固定資産合計 2,004,554 2,112,577

  無形固定資産   

   リース資産 188,144 199,502

   その他 30,885 30,000

   無形固定資産合計 219,029 229,502

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1,※2  4,052,758 ※1,※2  4,225,957

   退職給付に係る資産 53,742 36,704

   繰延税金資産 1,280 3,268

   その他 112,541 126,257

   貸倒引当金 △3 △0

   投資その他の資産合計 4,220,319 4,392,188

  固定資産合計 6,443,904 6,734,269

 資産合計 17,380,571 17,743,324
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※1  3,722,084 ※1  3,935,465

  電子記録債務 ※4  1,950,545 ※4  2,110,161

  短期借入金 ※1,※5  10,000 ※1,※5  5,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  38,988 ※1  34,988

  未払法人税等 112,377 156,964

  賞与引当金 58,241 63,456

  役員賞与引当金 20,850 20,000

  その他 336,639 374,646

  流動負債合計 6,249,725 6,700,682

 固定負債   

  長期借入金 ※1  151,161 ※1  116,173

  リース債務 153,457 114,773

  繰延税金負債 676,908 609,604

  役員退職慰労引当金 300,388 286,579

  退職給付に係る負債 2,120 2,494

  再評価に係る繰延税金負債 ※3  116,646 ※3  97,857

  その他 32,903 39,154

  固定負債合計 1,433,584 1,266,636

 負債合計 7,683,310 7,967,318

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,716,600 1,716,600

  資本剰余金 1,439,931 1,439,931

  利益剰余金 5,235,129 5,500,686

  自己株式 △535,223 △535,795

  株主資本合計 7,856,436 8,121,421

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,739,244 1,584,568

  土地再評価差額金 ※3  73,915 ※3  31,302

  為替換算調整勘定 27,664 9,218

  その他の包括利益累計額合計 1,840,824 1,625,090

 非支配株主持分 - 29,494

 純資産合計 9,697,261 9,776,005

負債純資産合計 17,380,571 17,743,324
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 22,656,132 23,826,976

売上原価 20,420,285 21,552,276

売上総利益 2,235,847 2,274,700

販売費及び一般管理費 ※1  2,004,939 ※1  2,025,283

営業利益 230,908 249,417

営業外収益   

 受取利息 11,784 8,602

 受取配当金 73,354 78,327

 持分法による投資利益 12,790 8,067

 仕入割引 4,238 4,069

 雑収入 18,653 17,103

 営業外収益合計 120,820 116,171

営業外費用   

 支払利息 2,930 1,148

 売上割引 5,204 5,036

 為替差損 4,522 -

 雑損失 4,059 7,798

 営業外費用合計 16,717 13,984

経常利益 335,011 351,604

特別利益   

 固定資産売却益 ※2  72,119 ※2  166,985

 投資有価証券売却益 33,015 49,695

 会員権償還益 2,000 -

 特別利益合計 107,135 216,681

特別損失   

 固定資産売却損 - ※3  20

 固定資産除却損 - ※4  491

 特別損失合計 - 512

税金等調整前当期純利益 442,146 567,773

法人税、住民税及び事業税 178,043 252,788

法人税等調整額 △11,889 △25,378

法人税等合計 166,153 227,410

当期純利益 275,993 340,362

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 275,993 340,362
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当期純利益 275,993 340,362

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 491,476 △154,675

 土地再評価差額金 8,537 -

 為替換算調整勘定 8,829 △21,653

 持分法適用会社に対する持分相当額 △4,555 3,206

 その他の包括利益合計 ※1  504,288 ※1  △173,121

包括利益 780,281 167,241

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 780,281 167,241

 非支配株主に係る包括利益 - -
 

EDINET提出書類

三京化成株式会社(E02658)

有価証券報告書

40/77



③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,716,600 1,439,931 5,069,372 △533,781 7,692,122

当期変動額      

土地再評価差額金の

取崩
     

剰余金の配当   △110,237  △110,237

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  275,993  275,993

自己株式の取得    △1,442 △1,442

新規連結に伴う利益

剰余金の増加
     

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 － － 165,756 △1,442 164,314

当期末残高 1,716,600 1,439,931 5,235,129 △535,223 7,856,436
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,247,767 65,377 23,390 1,336,536 － 9,028,658

当期変動額       

土地再評価差額金の

取崩
     －

剰余金の配当      △110,237

親会社株主に帰属す

る当期純利益
     275,993

自己株式の取得      △1,442

新規連結に伴う利益

剰余金の増加
     －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

491,476 8,537 4,274 504,288 － 504,288

当期変動額合計 491,476 8,537 4,274 504,288 － 668,602

当期末残高 1,739,244 73,915 27,664 1,840,824 － 9,697,261
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 当連結会計年度(自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,716,600 1,439,931 5,235,129 △535,223 7,856,436

当期変動額      

土地再評価差額金の

取崩
  42,612  42,612

剰余金の配当   △110,198  △110,198

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  340,362  340,362

自己株式の取得    △572 △572

新規連結に伴う利益

剰余金の増加
  △7,220  △7,220

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 － － 265,556 △572 264,984

当期末残高 1,716,600 1,439,931 5,500,686 △535,795 8,121,421
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,739,244 73,915 27,664 1,840,824 － 9,697,261

当期変動額       

土地再評価差額金の

取崩
     42,612

剰余金の配当      △110,198

親会社株主に帰属す

る当期純利益
     340,362

自己株式の取得      △572

新規連結に伴う利益

剰余金の増加
     △7,220

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△154,675 △42,612 △18,446 △215,734 29,494 △186,239

当期変動額合計 △154,675 △42,612 △18,446 △215,734 29,494 78,744

当期末残高 1,584,568 31,302 9,218 1,625,090 29,494 9,776,005
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 442,146 567,773

 減価償却費 94,905 108,321

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △96 △3

 賞与引当金の増減額（△は減少） △2,551 5,215

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,150 △850

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 507 374

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,379 △13,809

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 13,583 17,037

 受取利息及び受取配当金 △85,139 △86,930

 支払利息 2,930 1,148

 持分法による投資損益（△は益） △12,790 △8,067

 固定資産除売却損益（△は益） △72,119 △166,473

 投資有価証券売却損益（△は益） △33,015 △49,695

 売上債権の増減額（△は増加） △509,147 △346,285

 たな卸資産の増減額（△は増加） △28,102 △311,935

 その他の資産の増減額（△は増加） △95,681 1,060

 仕入債務の増減額（△は減少） 991,325 379,308

 その他の負債の増減額（△は減少） 61,812 12,044

 未払消費税等の増減額（△は減少） 28,812 △51,638

 その他 △2,351 △402

 小計 815,257 56,192

 利息及び配当金の受取額 85,096 86,399

 利息の支払額 △2,930 △1,148

 法人税等の支払額 △152,121 △209,810

 営業活動によるキャッシュ・フロー 745,301 △68,366

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △84,048 △143,537

 有形固定資産の除却による支出 - △345

 有形固定資産の売却による収入 130,376 233,209

 無形固定資産の取得による支出 △2,086 △177

 投資有価証券の取得による支出 △16,520 △448,322

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

- △46,507

 
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

185,070 520,104

 長期貸付金の回収による収入 4,992 4,992

 その他 5,000 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー 222,783 119,415
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 100,000 75,000

 借入金の返済による支出 △155,822 △118,988

 自己株式の取得による支出 △1,444 △572

 自己株式の売却による収入 2 -

 リース債務の返済による支出 △52,482 △51,226

 配当金の支払額 △109,747 △109,644

 財務活動によるキャッシュ・フロー △219,493 △205,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,799 △7,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 756,391 △162,211

現金及び現金同等物の期首残高 848,720 1,605,111

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,605,111 ※1  1,442,900
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
　
１　連結の範囲に関する事項

　　　連結子会社の数　6社

連結子会社名

①　国内子会社　　大同工業株式会社

　　　　　　　　　キョーワ株式会社

②　海外子会社　　産京貿易（上海）有限公司

　　　　　　　　　SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. LTD.

　　　　　　　　　SANKYO KASEI (THAILAND) CO., LTD.

　　　　　　　　　SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.

SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.は、当連結会計年度に設立したことにより連結の範囲に含めております。

２　持分法の適用に関する事項

　   持分法を適用した関連会社数　1社　

　　　　会社名　　三東洋行有限公司

３　連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社のうち、海外子会社の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。

４　会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券

　　　 a　満期保有目的の債券

　　　　　　償却原価法（定額法）

　　　 b　その他有価証券

　　　　・時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

　　　　・時価のないもの

　　　　　　移動平均法による原価法

　　②　たな卸資産

　　　 a　商品、原材料及び貯蔵品

　　　　　　主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　　　 b　製品、仕掛品

　　　　　　主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっております。

　　②　無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

　　③　リース資産

　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

金銭債権の取立不能に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

EDINET提出書類

三京化成株式会社(E02658)

有価証券報告書

45/77



 

　　②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

　　③　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

　　④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

　(4) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。なお、退職給付債務の算定は簡便法によっております。

　(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

　(6) 重要なヘッジ会計の方法

　　①　ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

　　②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ａ　ヘッジ手段……為替予約

　　　ｂ　ヘッジ対象……外貨建売上債権及び外貨建仕入債務

　　③　ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスクは一定の範囲内でヘッジを行っております。

　　④　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振

当てており、その後の為替相場の変動による相関関係は、完全に確保されているため、決算日における有効性

の評価を省略しております。

　(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、原則

として価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　　　　消費税等の会計処理

　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　

 
(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)

 

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

(2) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 
 

EDINET提出書類

三京化成株式会社(E02658)

有価証券報告書

46/77



 

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計

基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示

し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」31,398千円のうちの

593千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」のうちの687千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に表

示しており、「流動資産」の「繰延税金資産」31,398千円のうちの30,805千円は、「固定負債」の「繰延税金負

債」676,908千円に含めて表示しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る

会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加してお

ります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定め

る経過的な取扱いに従って記載しておりません。

 
 

(連結貸借対照表関係)
　
※１　担保資産及び担保付債務

　　イ　担保資産　

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

預金 40,000千円 40,000千円

建物 13,231千円 15,737千円

土地 307,000千円 307,000千円

投資有価証券 51,876千円 56,667千円
 

　

　　ロ　担保付債務　

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

買掛金 26,424千円 34,690千円

借入金 200,149千円 156,161千円
 

　

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

投資有価証券(株式) 71,923千円 83,197千円
 

　

※３　土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該再

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を、

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　　　①　再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税

評価額に、合理的な調整を行い算出しております。

　　　　②　再評価を行った年月日

　　　　　　　2002年３月31日

 

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

再評価を行った土地の連結会計年
度末における時価と再評価後の帳
簿価額との差額

31,575千円 77,401千円
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※４ 期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しておりま

す。

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が、期末残高

に含まれております。

　

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

受取手形 238,156千円 235,992千円

電子記録債権 39,602千円 45,167千円

電子記録債務 54,526千円 47,681千円
 

　

※５　当社及び連結子会社においては、流動性リスクに備えるため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

　　　連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

当座貸越極度額 1,914,000千円 1,914,900千円

借入実行残高 10,000千円 5,000千円

差引額 1,904,000千円 1,909,900千円
 

 

 
(連結損益計算書関係)

　
※１　販売費及び一般管理費の主なもの

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

給料及び手当 612,980千円 628,367千円

賞与引当金繰入額 56,538千円 61,504千円

役員賞与引当金繰入額 20,850千円 20,000千円

退職給付費用 45,878千円 48,267千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,379千円 22,458千円

貸倒引当金繰入額 △96千円 △3千円
 

　

※２　固定資産売却益の内訳

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

機械装置及び運搬具 ― 489千円

土地 72,119千円 166,495千円

計 72,119千円 166,985千円
 

　

※３　固定資産売却損の内訳

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

その他（有形固定資産） ― 20千円
 

　

※４　固定資産除却損の内訳

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

機械装置及び運搬具 ― 292千円

その他（有形固定資産） ― 199千円

計 ― 491千円
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(連結包括利益計算書関係)
　
※１　その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 733,917千円 △167,682千円

 組替調整額 △32,865千円 △49,695千円

 税効果調整前 701,052千円 △217,378千円

 税効果額 △209,576千円 62,702千円

 その他有価証券評価差額金 491,476千円 △154,675千円

土地再評価差額金   

　税効果額 8,537千円 ―

為替換算調整勘定   

　当期発生額 8,829千円 △21,653千円

持分法適用会社に対する
持分相当額

  

 当期発生額 △4,555千円 3,206千円

その他の包括利益合計 504,288千円 △173,121千円
 

　

 
(連結株主資本等変動計算書関係)

　
前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,600,000 ― 14,040,000 1,560,000
 

（変動事由の概要）
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
株式併合による減少　　　　　　　　　 14,040,000株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,629,963 2,133 2,368,575 263,521
 

（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加　　131株
単元未満株式の買取りによる増加　　　     2,002株（株式併合前1,786株、株式併合後216株）

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
株式併合による減少　　　　　　　　　　2,368,575株

 
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2017年６月28日
定時株主総会

普通株式 55,122 4.25 2017年３月31日 2017年６月29日

2017年11月２日
取締役会

普通株式 55,115 4.25 2017年９月30日 2017年12月４日
 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 55,100 42.50 2018年３月31日 2018年６月28日
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当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,560,000 ― ― 1,560,000
 

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 263,521 216 ― 263,737
 

（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加　　　　     216株

 
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 55,100 42.50 2018年３月31日 2018年６月28日

2018年11月１日
取締役会

普通株式 55,097 42.50 2018年９月30日 2018年12月３日
 

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 55,091 42.50 2019年３月31日 2019年６月27日
 

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　
※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

現金及び預金勘定 1,645,111千円 1,482,900千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △40,000千円 △40,000千円

現金及び現金同等物 1,605,111千円 1,442,900千円
 

 
 

(リース取引関係)
　
　　　ファイナンス・リース取引（借主側）

　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　　(1) リース資産の内容

　　　　　　無形固定資産

　　　　　　　主としてソフトウェアであります。

　　　　(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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(金融商品関係)
　
　　　１　金融商品の状況に関する事項

　　　　(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、一部子会社を除き、必要な資金を自己金融により調達しております。一時的な余資は

安全性の高い金融資産で運用しており、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用して

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

　　　　(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。

有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

また投資有価証券は、主に業務上の取引関係を有する企業の株式であり、発行体（取引先企業）の信用

リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、ならびに電子記録債務は、主として１年以内の支払期日でありま

す。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先

物為替予約取引のみであります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、

ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「注記事項　(連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項) ４ 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

　　　　(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、財務管理規程に従い、営業債権について窓口である営業部門が主要な取引先の状況を定期的

にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況の悪化などによる回収懸

念の早期把握に努めております。

　連結子会社についても、当社の財務管理規程に準じて同様の管理を行っております。

　その他有価証券のうち満期があるものは資金運用内規に従い、格付けの高い債券のみを対象としてい

るため、信用リスクは僅少であります。

　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価

額により表わされております。

②　市場リスク（為替及び金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、原則として先物為替予約を利用してヘッジしておりま

す。

　有価証券及び投資有価証券については、時価や発行体（取引先企業）の財務状況などを継続的に把握

しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持を最優先に資金

管理を行っております。

なお、流動性リスクに備えるため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

　　　　(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。
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　　　２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)をご参照ください。）。

　

前連結会計年度(2018年３月31日)

 
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

 (1) 現金及び預金 1,645,111 1,645,111 ―

 (2) 受取手形及び売掛金 6,413,008 6,413,008 ―

 (3) 電子記録債権 1,669,188 1,669,188 ―

 (4) 有価証券及び投資有価証券    

   ①満期保有目的の債券 33,530 50,267 16,737

   ②その他有価証券 4,312,367 4,312,367 ―

資産計 14,073,206 14,089,944 16,737

 (1) 買掛金 3,722,084 3,722,084 ―

 (2) 電子記録債務 1,950,545 1,950,545 ―

 (3) 短期借入金 10,000 10,000 ―

 (4) 長期借入金 190,149 190,967 818

 (5) リース債務 199,063 204,194 5,130

負債計 6,071,842 6,077,791 5,949

 デリバティブ取引 ― ― ―
 

　

当連結会計年度(2019年３月31日)

 
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

 (1) 現金及び預金 1,482,900 1,482,900 ―

 (2) 受取手形及び売掛金 6,635,899 6,635,899 ―

 (3) 電子記録債権 1,782,105 1,782,105 ―

 (4) 有価証券及び投資有価証券    

   ①満期保有目的の債券 ― ― ―

  ②その他有価証券 4,106,432 4,106,432 ―

資産計 14,007,337 14,007,337 ―

 (1) 買掛金 3,935,465 3,935,465 ―

 (2) 電子記録債務 2,110,161 2,110,161 ―

 (3) 短期借入金 5,000 5,000 ―

 (4) 長期借入金 151,161 151,311 150

 (5) リース債務 167,850 171,482 3,631

負債計 6,369,638 6,373,420 3,781

 デリバティブ取引 ― ― ―
 

　

(注)１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融

機関から提示された価格によっております。

 
負　債

(1) 買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4) 長期借入金、(5) リース債務

時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する

方法によっております。なお、１年内返済予定の長期借入金及び１年内返済予定のリース債務が

含まれております。
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デリバティブ取引

為替予約の振当処理については、ヘッジ対象とされる売掛金及び買掛金と一体として処理されてい

るため、その時価は売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。

 
(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

（単位：千円）
区分 2018年3月31日 2019年3月31日

非上場株式 108,251 119,525
 

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」に

は含めておりません。

 
(注)３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年３月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

 現金及び預金 1,645,111 ― ― ―

 受取手形及び売掛金 6,413,008 ― ― ―

 電子記録債権 1,669,188 ― ― ―

 有価証券及び投資有価証券     

   満期保有目的の債券（社債） ― ― 50,000 ―

 　その他有価証券のうち満期があるもの     

   　国債・地方債 ― ― ― ―

　　 社債 400,000 ― 50,000 50,000

合計 10,127,309 ― 100,000 50,000
 

 
当連結会計年度(2019年３月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

 現金及び預金 1,482,900 ― ― ―

 受取手形及び売掛金 6,635,899 ― ― ―

 電子記録債権 1,782,105 ― ― ―

 有価証券及び投資有価証券     

   満期保有目的の債券（社債） ― ― ― ―

 　その他有価証券のうち満期があるもの     

   　国債・地方債 ― ― ― ―

　　 社債 ― 200,000 150,000 150,000

合計 9,900,904 200,000 150,000 150,000
 

 
(注)４．長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2018年３月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

 短期借入金 10,000 ― ― ―

 長期借入金 38,988 115,710 35,451 ―

 リース債務 45,605 153,457 ― ―

 合計 94,593 269,167 35,451 ―
 

　

当連結会計年度(2019年３月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

 短期借入金 5,000 ― ― ―

 長期借入金 34,988 105,718 10,455 ―

 リース債務 53,077 114,773 ― ―

 合計 93,065 220,491 10,455 ―
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(有価証券関係)

１　満期保有目的の債券

前連結会計年度(2018年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

連結決算日における時価
(千円)

差額(千円)

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの 33,530 50,267 16,737

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの ― ― ―

合計 33,530 50,267 16,737
 

　

当連結会計年度(2019年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

連結決算日における時価
(千円)

差額(千円)

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの ― ― ―

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの 　　― ― ―

合計 ― ― ―
 

　

２　その他有価証券

　前連結会計年度(2018年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
　　株式 3,760,711 1,253,041 2,507,669
　　債券 502,760 500,000 2,760

小計 4,263,471 1,753,041 2,510,429

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
　　株式 48,896 55,823 △6,927
　　債券 ― ― ―

小計 48,896 55,823 △6,927

合計 4,312,367 1,808,865 2,503,502
 

　

　当連結会計年度(2019年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
　　株式 3,484,524 1,122,946 2,361,578
　　債券 200,935 200,000 935

小計 3,685,459 1,322,946 2,362,513

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
　　株式 175,773 213,714 △37,940
　　債券 245,199 300,118 △54,918

小計 420,973 513,832 △92,859

合計 4,106,432 1,836,778 2,269,654
 

 
３　連結会計年度中に売却したその他有価証券

　前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

区分 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

株式 85,070 33,015 ―

債券 ― ― ―

合計 85,070 33,015 ―
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　当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

区分 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

株式 70,104 49,695 ―

債券 ― ― ―

合計 70,104 49,695 ―
 

 

(デリバティブ取引関係)
　

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

　　　　ヘッジ会計を適用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

　　　　ヘッジ会計を適用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(退職給付関係)
　
１　採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度を採用しております。これに加えて、総合設立

型の企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、

確定拠出制度と同様に会計処理しております。また、一部の国内連結子会社は、退職一時金制度のみを採用してお

ります。

なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び一部の国内連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により

退職給付債務を計算しております。
　
２　複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度

17,518千円、当連結会計年度15,627千円であります。

 
　(1) 複数事業主制度全体の直近の積立状況

　　　　直近時点で金額が確定していないため、記載を省略しております。

 
　(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

　　　　直近時点で金額が確定していないため、記載を省略しております。
　
３　確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 △65,712千円 △51,622千円

退職給付費用 46,385千円 48,641千円

退職給付の支払額 △40,691千円 △39,702千円

制度への拠出額 8,396千円 8,472千円

退職給付に係る負債の期末残高 △51,622千円 △34,210千円
 

　
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 636,487千円 649,985千円

年金資産 △690,229千円 △686,690千円

 △53,742千円 △36,704千円

非積立型制度の退職給付債務 2,120千円 2,494千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △51,622千円 △34,210千円

退職給付に係る負債 2,120千円 2,494千円

退職給付に係る資産 △53,742千円 △36,704千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △51,622千円 △34,210千円
 

　
(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　前連結会計年度46,385千円　　当連結会計年度48,641千円
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(税効果会計関係)
　
１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

繰延税金資産   

　未払事業税 9,341千円 10,757千円

　賞与引当金 17,722千円 19,309千円

　税務上の繰越欠損金 (注)２ 84,116千円 114,663千円

　役員退職慰労引当金 91,918千円 87,693千円

　投資有価証券等評価損 21,184千円 21,184千円

　その他 5,126千円 6,916千円

繰延税金資産小計 229,410千円 260,525千円

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)
２　

― △114,663千円

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 ― △21,184千円

評価性引当額小計 (注)１ △105,300千円 △135,848千円

繰延税金資産合計 124,109千円 124,677千円

   

繰延税金負債   

　退職給付に係る資産 △15,796千円 △10,468千円

　連結子会社の時価評価差額 △33,378千円 △33,378千円

　その他有価証券評価差額金 △747,788千円 △685,085千円

　その他 △2,774千円 △2,080千円

繰延税金負債合計 △799,736千円 △731,012千円

繰延税金資産の純額 △675,627千円 △606,335千円
 

　
(注) １．評価性引当額が30,547千円増加しております。この増加の内容は、連結子会社であるキョーワ株式会社にお

いて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を30,547千円追加的に認識したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度（2019年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 2,100 ― ― ― ― 112,562 114,663千円

評価性引当額 △2,100 ― ― ― ― △112,562  △114,663千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

法定実効税率 30.8％ 30.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％ 0.4％

役員賞与引当金繰入額等永久に損金に
算入されない項目

1.5％ 1.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.6％ △0.8％

住民税均等割 1.9％ 1.4％

過年度法人税等 ― 3.9％

持分法投資損益等 △0.9％ △0.4％

評価性引当金の増減 19.0％ 5.4％

子会社での適用税率の差異 △12.8％ △0.9％

その他 0.1％ △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.6％ 40.1％
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(賃貸等不動産関係)
　

前連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

当社グループは、賃貸等不動産を所有しておりますが、総資産に占める重要性が乏しいため、注記を省略してお

ります。

　

当連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

当社グループは、賃貸等不動産を所有しておりますが、総資産に占める重要性が乏しいため、注記を省略してお

ります。

 
(セグメント情報等)

　
【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

り、事業の種類別に、「科学事業」及び「建装材事業」の２つで構成しております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「科学事業」は、土木・建材資材関連、情報・輸送機器関連、日用品関連及び化学工業関連の各分野におい

て、原料・資材となる商品を販売しております。

「建装材事業」は、主に住宅用部材の販売及び各種木工製品の製造販売をしております。

 
２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 
３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

連結損益計算
書計上額
(注)２科学事業 建装材事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 18,631,820 4,024,312 22,656,132 ― 22,656,132

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 18,631,820 4,024,312 22,656,132 ― 22,656,132

セグメント利益 368,840 59,179 428,019 △197,111 230,908
 

(注) １．「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない本社固有の費用であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。

 
当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

連結損益計算
書計上額
(注)２科学事業 建装材事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 19,415,023 4,411,953 23,826,976 ― 23,826,976

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 19,415,023 4,411,953 23,826,976 ― 23,826,976

セグメント利益 370,182 84,456 454,639 △205,222 249,417
 

(注) １．「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない本社固有の費用であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 
３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

 
当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 
３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】
　

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

１株当たり純資産額 7,479円69銭 7,518円93銭

１株当たり当期純利益金額 212円84銭 262円55銭
 

(注) １．前連結会計年度及び当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額については、潜

在株式がないため、記載しておりません。

２．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しており

ます。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度

(自　2017年４月１日
至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
至　2019年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

　親会社株主に帰属する当期純利益　(千円) 275,993 340,362

　普通株主に帰属しない金額　(千円) ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益　(千円)

275,993 340,362

　普通株式の期中平均株式数　(千株) 1,296 1,296
 

 

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

純資産の部の合計額　(千円) 9,697,261 9,776,005

純資産の部の合計額から控除する金額　(千円) ― 29,494

(うち非支配株主持分　(千円)) ― (29,494)

普通株式に係る純資産額　(千円) 9,697,261 9,746,511

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数　(千株)

1,296 1,296
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⑤ 【連結附属明細表】
　

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】
　

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 10,000 5,000 0.4 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 38,988 34,988 0.7 ―

１年以内に返済予定のリース債務 45,605 53,077 ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定の
ものを除く。）

151,161 116,173 0.5
 2020年８月31日～
 2024年８月12日

リース債務（１年以内に返済予定の
ものを除く。）

153,457 114,773 ―
 2021年５月31日～
 2023年11月25日

合計 399,211 324,011 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸

借対照表に計上しているため、記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ご

との返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 30,730 24,996 24,996 24,996

リース債務 53,077 52,019 7,648 2,028
 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等
　

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 連結会計年度

売上高 (千円) 5,565,123 11,310,453 17,610,446 23,826,976

税金等調整前
四半期(当期)純利益金額

(千円) 101,860 346,967 469,768 567,773

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(千円) 56,098 240,325 316,065 340,362

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 43.27 185.37 243.80 262.55
 

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 43.27 142.10 58.42 18.74
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※1  1,379,866 ※1  940,993

  受取手形 ※3  1,396,360 ※3  1,214,659

  電子記録債権 ※3  1,664,115 ※3  1,776,943

  売掛金 ※2  4,878,958 ※2  5,357,497

  有価証券 401,390 -

  商品 505,680 703,801

  前払費用 141,102 102,592

  短期貸付金 4,992 2,936

  関係会社短期貸付金 102,000 207,908

  その他 8,966 30,466

  流動資産合計 10,483,433 10,337,799

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,336,560 1,280,226

    減価償却累計額 △386,146 △365,785

    建物（純額） 950,413 914,441

   構築物 98,174 98,174

    減価償却累計額 △79,572 △81,601

    構築物（純額） 18,602 16,573

   機械及び装置 142,675 248,250

    減価償却累計額 △45,927 △78,036

    機械及び装置（純額） 96,748 170,213

   工具、器具及び備品 122,055 130,479

    減価償却累計額 △100,990 △102,250

    工具、器具及び備品（純額） 21,064 28,228

   土地 538,777 476,835

   リース資産 58,466 58,466

    減価償却累計額 △34,026 △35,319

    リース資産（純額） 24,440 23,146

   有形固定資産合計 1,650,047 1,629,439

  無形固定資産   

   借地権 1,958 1,958

   施設利用権 5,625 5,625

   ソフトウエア 19,775 19,453

   リース資産 178,959 175,835

   無形固定資産合計 206,318 202,872
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1  3,980,207 ※1  4,141,919

   関係会社株式 292,027 572,067

   長期貸付金 2,936 -

   関係会社長期貸付金 202,500 324,592

   破産更生債権等 3 0

   前払年金費用 53,742 36,704

   その他 106,180 117,381

   貸倒引当金 △135,891 △238,444

   投資その他の資産合計 4,501,705 4,954,221

  固定資産合計 6,358,071 6,786,533

 資産合計 16,841,504 17,124,332

負債の部   

 流動負債   

  電子記録債務 ※3  1,950,545 ※3  2,110,161

  買掛金 ※1,※2  3,589,738 ※1,※2  3,819,112

  リース債務 45,428 45,428

  未払金 143,445 106,306

  未払費用 39,285 41,075

  未払法人税等 106,272 153,989

  預り金 ※2  142,471 ※2  123,855

  賞与引当金 56,538 61,504

  役員賞与引当金 20,850 20,000

  流動負債合計 6,094,574 6,481,433

 固定負債   

  リース債務 135,226 89,798

  繰延税金負債 644,385 576,226

  役員退職慰労引当金 300,388 286,579

  長期預り保証金 15,702 16,159

  再評価に係る繰延税金負債 116,646 97,857

  固定負債合計 1,212,349 1,066,620

 負債合計 7,306,924 7,548,053
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,716,600 1,716,600

  資本剰余金   

   資本準備金 1,433,596 1,433,596

   その他資本剰余金 6,334 6,334

   資本剰余金合計 1,439,931 1,439,931

  利益剰余金   

   利益準備金 298,619 298,619

   その他利益剰余金   

    特別償却準備金 6,291 4,718

    別途積立金 4,355,500 4,505,500

    繰越利益剰余金 439,650 530,747

   利益剰余金合計 5,100,061 5,339,585

  自己株式 △535,223 △535,795

  株主資本合計 7,721,368 7,960,321

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,739,296 1,584,655

  土地再評価差額金 73,915 31,302

  評価・換算差額等合計 1,813,211 1,615,958

 純資産合計 9,534,580 9,576,279

負債純資産合計 16,841,504 17,124,332
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 21,541,511 22,839,119

売上原価   

 商品期首たな卸高 474,640 505,680

 当期商品仕入高 19,615,390 20,998,903

 合計 20,090,030 21,504,583

 商品期末たな卸高 505,680 703,801

 差引 19,584,349 20,800,782

 不動産賃貸原価 4,967 4,487

 売上原価合計 19,589,317 20,805,269

売上総利益 1,952,194 2,033,850

販売費及び一般管理費 ※1  1,667,292 ※1  1,722,154

営業利益 284,901 311,695

営業外収益   

 受取利息 1,438 2,161

 有価証券利息 10,988 7,734

 受取配当金 93,347 98,315

 仕入割引 4,238 4,069

 雑収入 15,332 20,270

 営業外収益合計 125,345 132,551

営業外費用   

 支払利息 1,451 1,284

 売上割引 5,204 5,036

 貸倒引当金繰入額 ※2  98,768 ※2  102,556

 雑損失 2,189 23,652

 営業外費用合計 107,613 132,529

経常利益 302,633 311,717

特別利益   

 固定資産売却益 ※3  72,119 ※3  166,495

 投資有価証券売却益 33,015 49,695

 会員権償還益 2,000 -

 特別利益合計 107,135 216,191

特別損失   

 固定資産売却損 - ※4  20

 固定資産除却損 - ※5  491

 特別損失合計 - 512

税引前当期純利益 409,768 527,396

法人税、住民税及び事業税 166,753 244,532

法人税等調整額 △11,909 △24,245

法人税等合計 154,844 220,286

当期純利益 254,924 307,109
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準

備金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 1,716,600 1,433,596 6,334 1,439,931 298,619 7,864 4,225,500 423,389 4,955,374

当期変動額          

特別償却準備金の取

崩
     △1,572  1,572 ―

土地再評価差額金の

取崩
       ― ―

別途積立金の積立       130,000 △130,000 ―

剰余金の配当        △110,237 △110,237

当期純利益        254,924 254,924

自己株式の取得          

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

         

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △1,572 130,000 16,259 144,686

当期末残高 1,716,600 1,433,596 6,334 1,439,931 298,619 6,291 4,355,500 439,650 5,100,061
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △533,781 7,578,123 1,247,798 65,377 1,313,176 8,891,300

当期変動額       

特別償却準備金の取

崩
 ―    ―

土地再評価差額金の

取崩
 ―    ―

別途積立金の積立  ―    ―

剰余金の配当  △110,237    △110,237

当期純利益  254,924    254,924

自己株式の取得 △1,442 △1,442    △1,442

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  491,497 8,537 500,035 500,035

当期変動額合計 △1,442 143,244 491,497 8,537 500,035 643,279

当期末残高 △535,223 7,721,368 1,739,296 73,915 1,813,211 9,534,580
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 当事業年度(自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準

備金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 1,716,600 1,433,596 6,334 1,439,931 298,619 6,291 4,355,500 439,650 5,100,061

当期変動額          

特別償却準備金の取

崩
     △1,572  1,572 ―

土地再評価差額金の

取崩
       42,612 42,612

別途積立金の積立       150,000 △150,000 ―

剰余金の配当        △110,198 △110,198

当期純利益        307,109 307,109

自己株式の取得          

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

         

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △1,572 150,000 91,097 239,524

当期末残高 1,716,600 1,433,596 6,334 1,439,931 298,619 4,718 4,505,500 530,747 5,339,585
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △535,223 7,721,368 1,739,296 73,915 1,813,211 9,534,580

当期変動額       

特別償却準備金の取

崩
 ―    ―

土地再評価差額金の

取崩
 42,612    42,612

別途積立金の積立  ―    ―

剰余金の配当  △110,198    △110,198

当期純利益  307,109    307,109

自己株式の取得 △572 △572    △572

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △154,640 △42,612 △197,252 △197,252

当期変動額合計 △572 238,951 △154,640 △42,612 △197,252 41,699

当期末残高 △535,795 7,960,321 1,584,655 31,302 1,615,958 9,576,279
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【注記事項】

(重要な会計方針)
　
１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 満期保有目的の債券

　　　　償却原価法（定額法）

　(2) 子会社株式及び関連会社株式

　　　　移動平均法による原価法

　(3) その他有価証券

　　①　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

　　②　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　商品……主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。

　(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

　(3) リース資産

　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

金銭債権の取立不能に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等

については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

　(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

　(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。なお、退職給付債務の算定は簡便法によっております。

　(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６　ヘッジ会計の方法

　(1) ヘッジ会計の方法

　　　　為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　①　ヘッジ手段……為替予約

　　②　ヘッジ対象……外貨建売上債権及び外貨建仕入債務

　(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場

変動リスクは一定の範囲内でヘッジを行っております。
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　(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当

てており、その後の為替相場の変動による相関関係は、完全に確保されているため、決算日における有効性の評

価を省略しております。

７　その他財務諸表作成のための重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計

基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、

繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」29,949千円は、「固定負債」

の「繰延税金負債」644,385千円に含めて表示しております。

 
(貸借対照表関係)

　
※１　担保資産及び担保付債務

　　イ　担保資産　

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

預金 40,000千円 40,000千円

投資有価証券 51,876千円 56,667千円
 

 

　　ロ　担保付債務　

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

買掛金 26,424千円 34,690千円
 

 

※２　関係会社に係る注記

　　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

売掛金 203,099千円 254,702千円

買掛金 44,521千円 28,244千円

預り金 105,235千円 89,505千円
 

 

※３ 期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しておりま

す。

なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が、期末残高に含

まれております。

　

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

受取手形 238,156千円 235,992千円

電子記録債権 39,602千円 45,167千円

電子記録債務 54,526千円 47,681千円
 

　

　４　当社は、流動性リスクに備えるため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

　　　事業年度度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

当座貸越極度額 1,800,000千円 1,800,000千円

借入実行残高 ― ―

差引額 1,800,000千円 1,800,000千円
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(損益計算書関係)
　
※１　販売費及び一般管理費の主なもの

 
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

給料及び手当 496,722千円 514,121千円

賞与引当金繰入額 56,538千円 61,504千円

役員賞与引当金繰入額 20,850千円 20,000千円

退職給付引当金繰入額 45,890千円 48,267千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,379千円 22,458千円

減価償却費 68,807千円 65,982千円

貸倒引当金繰入額 △96千円 △3千円
 

　

おおよその割合   

　販売費 67％ 67％

　一般管理費 33％ 33％
 

 

※２　関係会社に係る営業外費用

 
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

貸倒引当金繰入額 98,768千円 102,556千円
 

 

※３　固定資産売却益の内訳

 
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

土地 72,119千円 166,495千円
 

 

※４　固定資産売却損の内訳

 
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

工具、器具及び備品 ― 20千円
 

 
※５　固定資産除却損の内訳

 
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

機械及び装置 ― 292千円

工具、器具及び備品 ― 199千円

計 ― 491千円
 

 

 

(有価証券関係)
　

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株

式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと

おりです。

（単位：千円）

区分
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

子会社株式 265,254 545,294

関連会社株式 26,772 26,772

計 292,027 572,067
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(税効果会計関係)
　
１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

繰延税金資産   

　未払事業税 9,108千円 10,766千円

　賞与引当金 17,413千円 18,820千円

　貸倒引当金 41,581千円 72,963千円

　役員退職慰労引当金 91,918千円 87,693千円

　投資有価証券等評価損 21,184千円 21,184千円

　その他 5,195千円 5,906千円

繰延税金資産小計 186,402千円 217,334千円

評価性引当額 △63,780千円 △95,162千円

繰延税金資産合計 122,621千円 122,171千円

   

繰延税金負債   

　前払年金費用 △16,445千円 △11,231千円

　その他有価証券評価差額金 △747,788千円 △685,085千円

　その他 △2,774千円 △2,080千円

繰延税金負債の合計 △767,007千円 △698,397千円

繰延税金資産の純額 △644,385千円 △576,226千円
 

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

法定実効税率 30.8％ 30.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％ 0.5％

役員賞与引当金繰入額等永久に損金に
算入されない項目

1.6％ 1.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.3％ △2.1％

住民税均等割 1.9％ 1.5％

過年度法人税等 ― 4.2％

評価性引当金の増減 7.4％ 6.0％

その他 △0.3％ △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.8％ 41.8％
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④ 【附属明細表】

 【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却

累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

　建物 1,336,560 8,328 64,661 1,280,226 365,785 39,998 914,441

　構築物 98,174 ― ― 98,174 81,601 2,028 16,573

　機械及び装置 142,675 111,135 5,560 248,250 78,036 37,540 170,213

　工具器具及び備品 122,055 14,777 6,353 130,479 102,250 7,596 28,228

　リース資産 58,466 ― ― 58,466 35,319 1,293 23,146

　土地
538,777 ― 61,941 476,835 ― ― 476,835

(190,561)   (129,159)    

　建設仮勘定 ― 15,000 15,000 ― ― ― ―

　　有形固定資産計 2,296,710 149,240 153,517 2,292,433 662,993 88,457 1,629,439

無形固定資産        

　借地権 1,958 ― ― 1,958 ― ― 1,958

　施設利用権 5,625 ― ― 5,625 ― ― 5,625

　ソフトウェア 21,790 ― ― 21,790 2,336 322 19,453

　リース資産 225,537 ― ― 225,537 49,702 3,123 175,835

　　無形固定資産計 254,911 ― ― 254,911 52,039 3,445 202,872
 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　 建物　　　　　　　　　名古屋支店　　　　 8,328千円

　　　　　 機械及び装置　　　　　貸与資産　　　　　78,135千円

　　　　　　　　　　　　　　　　 検査装置　　　　　33,000千円

　　　　　 工具器具及び備品　　　収納棚　　　　　　 8,900千円

　　　　　 建設仮勘定　　　　　　検査装置　　　　　15,000千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　建物　　　　　　　　　名古屋支店　　　　64,661千円

　　　土地　　　　　　　　　名古屋支店　　　　61,941千円

　　　建設仮勘定　　　　　　検査装置　　　　　15,000千円

３．土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 135,891 102,556 ― 3 238,444

賞与引当金 56,538 61,504 56,538 ― 61,504

役員賞与引当金 20,850 20,000 20,850 ― 20,000

役員退職慰労引当金 300,388 22,458 36,267 ― 286,579
 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り
及び買増し

 

　　取扱場所
（特別口座）
　東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　　東京証券代行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
（特別口座）
　東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　　東京証券代行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
ないときは、日本経済新聞に掲載いたします。
当社の広告掲載URLは次のとおりであります。
http://www.sankyokasei-corp.co.jp

株主に対する特典 なし
 

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の

規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書

事業年度　第92期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)　2018年６月27日に近畿財務局長に提出

(2) 内部統制報告書

事業年度　第92期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)　2018年６月27日に近畿財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第93期第１四半期(自　2018年４月１日　至　2018年６月30日)　2018年８月８日に近畿財務局長に提出

第93期第２四半期(自　2018年７月１日　至　2018年９月30日)　2018年11月９日に近畿財務局長に提出

第93期第３四半期(自　2018年10月１日　至　2018年12月31日)　2019年２月８日に近畿財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2018年６月28日に近畿財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2019年６月26日

三京化成株式会社

取締役会　御中

 

ひびき監査法人
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 道　　幸　　靜　　児 ㊞

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　　田　　貴　　大 ㊞

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三京化成株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三

京化成株式会社及び連結子会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、三京化成株式会社の2019年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、三京化成株式会社が2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2019年６月26日

三京化成株式会社

取締役会　御中

 

ひびき監査法人
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 道　　幸　　靜　　児 ㊞

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　　田　　貴　　大 ㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三京化成株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三京化

成株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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